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＇令和 7事務年度

資産税各税の実地調査事務等の実施要領



〇 定義

本実施要領において使用している用語の略称又は略語の意義は、次のとおりである。

略称・略語 意義

統括官 統括国税調査官

総括統括官 単独部門制署の統括官及び複数部門制署の第 1部門統括官

調査担当統括官 単独部門制署の統括官及び複数部門制署の第2部門並びに第3部門統括官

特官 （資産税担当）特別国税調査官のうち、特官（機動担当）を除く特別国税調査官

特官（機動担当） （資産税担当）特別国税調査官のうち、機動事務を担当する特別国税調査官

筆頭特官 特官部門の事務運営全体を総括する特官

国際官 （資産税担当）国際税務専門官

総括国際官 国際部門の事務運営全体を総括する国際官

統括官等 特官（機動担当を含む。）、統括官及び国際官

資産税事務提要
平成21年9月30日付東局課ー資2-68ほか 1課合同「『資産税事務提要』の

制定について」事務運営指針

資産税事務実施要領 「資産税事務に係る事務実施要領の制定について」（別途指示）
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第 1 各税共通事項

1 基本的な考え方

令和7事務年度の資産税各税の実地調査等に当たっては、「令和7事務年度における事務運営に当たり特に留

意すべき事項について」（別途指示）の別添4のI及びmによるほか、次のとおり実施する。

2 重点課題等への取組

(1) 調査の重点化に向けた取組

調査事務については、選定支援ツール等の各種情報を活用して追徴税額を意識した調査優先度等判定（以下

「優先度判定」という。）を実施するとともに、内部事務の効率的な処理等を通じて外部事務量を最大限確保し

t::上、真に調査すべき事案I・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'の調査必要度が高い事案に対する不正把握を念頭に置いた深度ある調査を的確に実施することで、調査の重点化を図る。一方、その他の事

案に対しては、個々の事案に応じた最適な接触方法を選択し、項目を絞った実地調査、机上調査等の署内調査

又は行政指導によって、幅広い是正を図ることで、質・量の両面からの調査パフォーマンスの向上に取り組む。

なお、税目間の調査等関係事務量の配分に当たっては、相続税を中心としつつ、贈与税・譲渡所得に係る調

査等関係事務量も適切に確保する。また、調査件数が追徴税額の積上げの重要な要素であることを踏まえ.;外

・部事務量がある限り新規着手を継続して総追徴税額の向上を図る。

おって、取組状況は、 PDCAサイクルに基づき適切に分析・評価した上で、その後の取組に反映させる。• ~-------~—ーロ―――⇔ →←---------―`  ----- • • - • • --• --• - ~ • • --·ーーロ—-~--―一⇔一ー一→臼いい皿←→一曰--`―← ⇔ーーーーー→一―-- -—• --------―`  ----ー→⇔ーー＾ ｀ ～｀ーロ一曰←―--―”日—- ------—ー一畑--------------------------------→―_ --. -i l【留意事項】
；〇 実地調査着手後に要調査項目の広がりや新たな不正の端緒が把握されたことに伴い高額な追徴税額が見l
， 込まれる....とになった場合は、ちゅっちょなく事務量を投下する。一方、問題点が解明された事案叶■■i
i -は早期に見極めを実施する

声 ⇔ •—-- ----" --ローー←ー一曰ーロー一→い一―--—← -----←-----←-----“--“---·皿▲~．~皿“·―“·“· -- ~ -- • -

(2) 重点課題への取組

令和7事務年度の資産課税部門の事務運営に当たっては、引き続き、①国際化への取組、②富裕層への取組

及び③無申告事案への取組の3項目を「重点課題」として掲げ、組織的かつ重点的に取り組む。

ー



3 統括官等における事務管理

統括官等は、次に掲げる事項に留意の上、実地調査における事務管理を的確に行う。

(1) 実地調査選定基準該当事案の管理

実地調査対象事案の選定基準に該当する事案（以下「実地調査選定基準該当事案」という。）の抽出後、調査

担当統括官は、全ての事案処理が完了するまでの間、次表に掲げる帳票（以下「該当者一覧」という。）を活用

して、的確に事案を管理する。

なお、総括統括官は、適宜、調査担当統括官の事案管理状況を確認する。

実地調査基準該当者名簿兼処理状況総括表（相続税）

〔KSK〕相続税事務＞調査進行管理＞基準該当者名簿の作成＞実地調査基準該当者名簿

の出力

贈与税事務整理簿（実地調査選定基準該当者一覧）

〔KSK〕贈与税事務＞事務整理簿出力

譲渡者名簿（実地調査選定基準該当者一覧）

〔KSK〕譲渡所得事務＞各種帳票作成＞各種譲渡者名簿作成

実地調査基準該当者名簿兼処理状況総括表

〔KSK〕株式譲渡者管理事務＞申告審理事務＞株式基準該当者名簿の作成＞実地調査基

準該当者名簿の出力

山林所得 I上記様式に準じた一覧表を適宜作成
(2) 実地調査対象事案の選定等

イ選定

実地調査対象事案の選定に当たっては、後記「第2 相続税」から「第5 山林所得」までの「調査対象事

案の選定」に留意し、要調査項目や資料情報の内容等を勘案の上、資産税事案全体の中で追徴税額を意識し

た調査優先度を的確に判定する。

相続税

贈与税

土地等

譲渡所得

株式等

譲渡所得
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なお、選定した実地調査対象事案のうち、相続税事案は、「相続税選定支援ツールRIN」（以下「RIN」

という。）において「実地調査対象事案選定一覧表」を作成し、譲渡所得、株式等譲渡所得及び贈与税事案に

ついては、該当者一覧の調査対象者名を丸囲みする。

【RINの操作方法】

〇 実地調査対象事案選定一覧表の作成に当たっては、 RINの「実調一覧表入力」メニューの「事案登

録」タブから、対象事案を選択して、「実調一覧表に登録」を押下する。

なお、翌事務年度も引き続き調査を要する事案については、「実調一覧表入力」メニューの「入力」タ

ブで、翌事務年度に繰り越す事案を選択し、「繰越事案として保存」を押下する。

おって、処理区分の変更は、①「事案抽出」メニューから対象事案を選択した後、「処理区分等決定」

メニューに遷移して変更する方法又は②「優先度判定一覧表」：メニューから対象事案を選択した後、編

集する方法により行う。

また、課税部事案名簿閲覧システムにより、課税部における選定又は指定の有無を確認し、重要事案管理

対象者等に該当する事案があった場合には、実地調査対象から除外した上で、総括統括官管理事案として別

途管理する。

おって、重点管理富裕層に該当する事案があった場合は、事前通知前に確実に「実地調査予定連絡せん」

を作成し、局資産課税課（監理第2係）宛てに連絡の上、調査着手の可否を確認する。

（参照） • 平成30年6月19日付東局課ー資3-22「課税部事案名簿閲覧システムに登載された事案の管理に
ついて」指示

• 平成29年7月6日付東局課ー総3-24ほか5課合同「重点管理富裕層に係る管理及び調査選定の
連絡等について」事務運営指針

・ 「『令和7事務年度における重点管理富裕層』の指定について」（別途指示）

ロ 重要事案審議会での検討
選定した実地調査対象事案は、「実地調査対象事案選定一覧表」及び該当者一覧を活用して、その選定状況、

対象事案の要調査項目、見込追徴税額‘--------、特選事案等を示し、

事務年度内に重要事案審議会に諮る。
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なお、定期人事異動後の新体制において、直ちに署長説明を実施する。
-----• • • • -----------• • • • • • • ----------------• ---• • • • ----•• • -------•• -----•• --••一・・••-------------------------------------------------------------------------------

i【留意事項】
i 1 特官は、相続税の実地調査対象事案を選定する際に、

] -料調返戻事案なども含めて、調査優先度が高く、かつ、統括官部

i 門での調査が困難と認められる事案を優先的に選定する。この時、筆頭特官が標準事務量を超えて事務

i 量を投下すべきと判断した事案は局資産課税課（監理第2係）に連絡の上、事務計画において所要の事

i 務量を確保する。

j2 署では対応が困難と認められる複雑・困難事案は、局課税第一部（資産課税課、機動課、資料調査第二

i 課）、総合特官、国際官及び特官（機動担当）と連絡・協調を図り、適切に処理する。

i また、調査の過程でこれらの事案を把握した場合には、速やかに局資産課税課（監理第2係）に連絡

i し、調査体制等について協議する。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・ 
(3) 実地調査の指令及び事案交付
実地調査の指令は、調査担当者に実地調査事案を交付する方法によって行う。

イ 前事務年度から引継ぎを受けた事案の優先交付

事務年度当初の事案交付に当たっては、下記「(15)事務年度末における実地調査事案等の管理、確実な引継

ぎ等」の「二早期に処理を要する事案」において、前任の統括官から別紙1「早期要調査事案等引継表」に

よって引継ぎを受けた事案を優先して交付する。

なお、別紙1「早期要調査事案等引継表」に記載された事案の別紙2「実地調査事案等引継表」（争点整理

表を作成していた場合には、争点整理表を含む。）については、総括統括官を通じて審理担当者に写しを交付

するとともに、審理担当者を参画させた事案検討会を開催して、調査担当者に対する適切な支援、指導等を

指示する。

ロ 新規着手事案の交付
新規着手事案は、申告審理時等に把握した要調査項目を再検討した上、高額な追徴税額が見込まれる調査

優先度の高い事案や相続税の特選事案から順に交付することとし、調査担当者の調査事務経験年数等に応じ、
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総遺産価額の階級を含む事案の内容、・・・■■■■・の蓋然性等を勘案して担当者を決定するなど、調査の
重点化や指導育成にも配意する。

なお、事案交付時に、臨宅調査までの投下日数を明確に示して準備調査を指示するとともに、問題点、．

の蓋然性、事案のポイント、調査実施上の留意点、事案の着手順を説明する。.........................•···································································································•---
|【留意事項】

i 1 相続税事案の準備調査においては、別紙3 「ネガティブチェックシート」の活用の徹底を指示する。 i 

i 2 準備調査書は、減額要素の確認や要調査項目が適切に抽出されているか十分に念査した上で決裁し、i

！ 申告審理時の要調査項目を解明又は減額要素を把握した場合には、調査優先度や調査区分を再検討する。i
i その結果、相続税実地調査事案の調査区分を特別調査又は一般調査から短期実地調査に変更する場合にi
i は、投下日数や調査期間の短縮が図れるよう、調査担当者に短期実地調査であることを明確に指示し、i

！ 意識付けを図る。
!3 実地調査に当たり、税理士法第33条の2に規定する書面が添付されている場合（税務調査の際の事前i

i 通知を行わない場合を除く。）には、事前通知を行う前に、税理士等に対して確実に意見聴取を実施する。i

： （参照）・ 平成21年4月24日付東局課ー資2-42「資産税事務における書面添付制度の運用に当たって

の基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針

「令和7事務年度の資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての事務処理要領」（別

途指示）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・曰.....
ハ調査を実施しない事案の処理
実地調査未着手事案については、毎年12月及び6月に調査の必要性を十分に検討した上で、決裁委任規程

を遵守し、処理区分の変更を行うとともに、変更結果を確実にKSKに入力の上、編てつする。

なお、追加資料等がある場合には、随時、事案の見直しを行う。,...............·····························································································•................................................................. 
i【留意事項】

i 1 実調省略する場合は、確実に審理担当者に回付し、審査を受ける。

i なお、

i -場合に限り、審理担当者の審査を省略して差し支えない。••••••••••• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••• ·ー・·····················································································••······················● ~ 
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i ぉって、 KSKの入力に当たっては、『処理区分の変更』処理の際、「区分A」欄に次のいずれかの入力i
！ を行う。

文書（金融機関）照会の回答結果（一場合を日む。）か｛

i ら実調省略する場合は「A」

i ・ 調査日数の不足から実調省略する場合は「B」

i 2 納税者等と接触することなく相続税事案を実調省略する場合、それまでに収集した署外資料（照会回］

答等）は、事績書とともに編てつすることなく、保存期間 1年未満の文書として廃棄する。 i 

｛ なお、当該実調省略事案に係る照会回答の編てつに当たっては、調査事績整理表の「照会先」、「照会［

i 年月日」及び「回答等年月日」に記載漏れがないことを確認した後、照会回答とそれ以外の行政文書にi

i 区分し、それぞれ別々の持ち出しフォルダに収納した上で、統括官の決裁を受ける。 i 

i また、統括官等は、照会回答が収納された持ち出しフォルダ内に、照会回答以外の行政文書の混在が｛

i ないことを改めて確認した上で、持ち出しフォルダの収納口をガムテープ等で封かんし、散逸防止処理i

i を施す。
おって、廃棄までの間、他の行政文書が混在しないよう廃棄対象であることを明記するなどし、適切

］ に管理する。

（注） 1 実調省略事案であっても、保存が必要と判断した事案については、事績書とともに照会回答をi

編てつ・保管する。

2 照会回答受領時に、照会回答以外の文書（事績書等）と照会回答が混在しないよう別々の持ちi

： 出しフォルダで保管することを徹底する。
• ^“....―`  • • ● ● .̂.............. ̀......“ ... ̀... ̀  ―- -” ••• ̀  ̀........ :.........~` --·~“-・ ““ ・“ -・ •~“· -・ ・ •~ ・ ・ ・ • ・ •こ· • • •~.. ̀  • ・ ・ •-・ ・ •• ・-・ •畔――” →-- -―ーーローーー・.............・・・ •~ • • • • • •... 

(4) 事案検討会の実施
調査経験1年目及び2年目職員が担当する実地調査事案、後記「第2相続税」の3(1)の「ハ特選事案」及

ひ·······~着手事案に対する理解を深めるため、調査着手
前に事案検討会を開催し、事案の内容を十分に検討するとともに、様々な調査展開を想定した上、聴取事項の

整理のほか、質問応答記録書に記載すべき事項、収集・保全すべき証拠資料などを検討する。
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は、審理担当者等を

交え‘--を満たすために必要な証拠の収集・保全についても検討するほか、質問応答記録書の作成

を念頭に置いた調査先におけるシミュレーションを実施する。

おって、臨宅調査後においても、調査展開に応じて審理担当者等を交えた事案検討会を開催し、聴取事項を

含む収集した資料を基に、補完すべき事項を検討整理する。

（参照）． 令和4年資産課税課情報第7号、 8号、 9号（審理関係）【事前検討会で活用！ ！資産項目一覧 (S

KI)〔PART1~3〕】
． 令和6年資産課税課情報第18号（審理関係）【重加算税賦課に当たって押さえるべき「相続人の行為」】

”・ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • “”* • • • • • •”• 0 日→ ⇔ •....“....“..—“““—“·“• ・“・ • ・“・“・ • • • • • •“•“· • • • •”“ □ ········-·····-·····皿皿· •“• • • • • •ロー°“ • • ・い― ”” • - • - -―一 ．．皿“・・・・-・・・・・・・・・・・------------

］【留意事項】
i 1 事案検討会は、次の職員で構成する。

｛ 言躙月冒〖冒『図ぬ恥尋‘

二皇塁戸：：：：：竺、下品：：：構成員を
-・・・・・-ロー“--“ー←日ー←ー ー→ ⇔ ～―”“⇔“日”`“--..... •日• ~• - .--•-..- -― 一曰..曰····································-----········-·-·疇”←白．．日白●口．．“•““- • • • •”• ^  ● ⇔．.“・ ••白．．．．”. ⇔.．．．．皿●―““• • • •“· • • • • 

(5)機動的かつ組織的な調査の実施
イ 無予告調査

事案などは、 □l 点から、無予告によ
る調査の実施を検討する。

なお、無予告調査時における証拠保全の確実性について十分に検討し、実施の適否を判断することに留意

する。

おって、無予告調査の実施に当たっては、「事前通知を要しない調査の適否検討表」を作成し、署長までの

決裁を了する。
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ロ 部門一斉調査

案や、・・・・・・・・・・・・ポ案については、調査経験豊富な者を
含めた組調査や部門職員全員による一斉調査を実施するなど、機動的かつ組織力を生かした調査の実施に努

める。

ハ連携調査

複数税目に関連して一が想定され、調査の過程で連携調査を行う必要が生じた場合には、関係部門

等と協議し、内容に応じて計画連携又は随時連携によって、積極的な連携調査を実施する。
r -- ··—`—“—· `“_..—·—· ---・ ・- --・ •“--- -..-•------.“`^ 

i【留意事項】
!o 連携調査の実施に当たっては、平成14年8月26日付課ー総第110号「連携調査及び連携資料収集の実施i
＇ について」事務運営指針に基づき、「連携調査・資料収集の実施依頼書」、課税事績、その他の関係資料をi
関係部門の統括官等に送付する。

なお、関係部門の統括官等は、「連携調査・資料収集の実施依頼回報書」を作成の上、関係する課税資i

料等を添付して、依頼した部門の統括官等に回報する。

おって、基幹部門の統括官等は、対象事案の調査等が終了した時、自部門の調査事績等と回報を受けi

た調査事績等を取りまとめ、関連部門の統括官等に事案全体の調査が終了した旨の連絡を行うとともに、i

， 取りまとめた調査事績等を送付する。
0• • • ---• • • • • ---• • • -• -·—· • --• --• •~ -• ・“・ ・“ —““•~ ·“““ローー・~ • --“  ̀--“ “-------------“・ ・“-• ---“  ̀----------“ ―“----““““--““““・ • • • ·—· • -• ·—· ·—· • • ··ーーー••--•• ----- ---―̀”⇔ ^ “”-------------

(6) 的確な進行管理等
実地調査の進行管理に当たっては、事案の内容に応じた適切な日数が投下されるよう「暫定日数指令方式」

による進行管理を徹底するとともに、早期・計画的な着手、複数事案の同時並行処理、連続した調査の実施を

強く意識して行う。特に、同時並行処理に当たっては、事案数が増加すると、調査担当者も量的な限界を迎え、

新規着手を行えない状況を招いてしまうことから、過度な事案数とならないよう投下日数だけでなく調査期間

の短縮も意識して的確に進行管理を行う。

なお、統括官は、調査事案の復命・指示の効率化や調査担当者の経験等に応じた具体的な処理方針を指示す

る観点から、可能な限り早期に全ての部下職員の臨宅調査に同行する。

1 日
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また、別紙4-2「実地調査処理進ちょく状況表」及び別紙5 「実地調査事案の進行管理表」を活用して調

査担当者に随時必要な指示を行い、その内容、指示事項及び復命事項を別紙5 「実地調査事案の進行管理表」

に記録する。

おって、毎月上旬に、税目ごとに別紙4-1 「実地調査処理進ちょく状況表（総括表）」を作成し、別紙4-

2 「実地調査処理進ちょく状況表」とともに、担当副署長（非設置署にあっては署長）に確認を受ける（相続

税は、担当副署長がRINを起動し、『実調一覧表表示』メニューの「進ちょく状況表」タブに設置された「署

長・副署長確認ボタン」を押下することによって確認を受ける。）。

【参考：暫定日数指令方式】

事案交付時において臨宅調査までの日数を暫定的に付与し、臨宅調査後に統括官等が復命を受けて、指示

事項の解明に必要な調査日数のみを追加付与し、履行期限を設けて、的確に進行管理を行う。

なお、指示及び復命時は、次の事項に留意し、指示・復命事項等を別紙5 「実地調査事案の進行管理表」

（相続税事案は、 RINから様式を出力する。）に確実に記録する。

おって、引き続き調査すべき事項が認められない場合は、調査終了を指示し、決議に係る日数のみを追加

付与する。

① 調査指令時における具体的な調査項目及び調査方法の指示

② 調査担当者からの調査経過の即日復命の励行

③ 調査展開に応じた適切かつ具体的な反面調査等の指示

,----------------------------------・-----------・----------・-----日・--------------------------------------・・----曰―---------------“--“----““---”--”・ -• ---------• -------• -------------0, i【留意事項】
i 1 次のような事案を把握した場合は、別紙6 「調査着手等連絡せん」（相続税事案は、 RINから様式を出i

i 力する。）等によって、速やかに署幹部及び局資産課税課（調査担当課長補佐）に連絡する。 i 

i ① ---------

i なお、個人立幼稚園等に係る教育用財産を非課税としている事案については、別紙6 「調査着手等連絡｛

｝ せん」等の余白に「個人立幼稚園」と記載した上、全件、局資産課税課（審査指導係）に連絡する。
• - • -- • • • -- • “―°““―“-----" •—` ----―ロ ー“••蜘“ ”““ー・-・・-・---出--• -- • -^”―” " ・・-- • - • • — □ • • ” ・ロー一” ーロ疇•- ----•- -•- - •^ • •• -” •~” ――`  ”--•- -̀  -------““ ““ • --• -・・ー・ ・、-----蛉•• - • "” --̀  ----“ 

，
 



i 2 事案の進捗状況は、事案交付時から処理完了までの間、調査の進行の都度、 RIN又は別紙4-2 「実

i 地調査処理進ちょく状況表」の各項目に入力又は記載して管理する。

1門霊忠：z事案1品よ：竺；マ：：：：霊孟孟之：9芸忠よ下言霊：t:入力又は記載する。
なお、譲渡所得の実地調査事案については、着手の都度、認証ポータルサイトの「事務計画・事務事績」］

， （以下「事務事績システム」という。）からCSvファイルを出力し、調査担当者が「備考3」欄に「初回i

i 臨宅」の文字を登録しているか確認する。

!3 長期仕掛事案（調査着手日からおおむね3か月以上経過した事案）については、処理の状況を再確認し、｛

i 必要な指示を的確に行う。

i なお、事案内容に応じて、審理担当者も交えて今後の方向性について検討し、処理方針を指示する。

!4 更正決定期限が迫っている事案の処理に当たっては、加算税の賦課決定のための日数を確実に見込み、i

i 修正申告・期限後申告の勧奨又は更正・決定を行う。
• O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -―坤--------------------------------------------------・、------------------------一“-----“---------・と一―----------------------------------------・ 
(7) 行政文書の持ち出し等

行政文書等の庁舎外への持ち出しは、平成19年8月31日付東局総総7-19「行政文書等を庁舎外に持ち出す
場合の管理について」事務運営指針、平成27年10月2日付東局総総8-633「特定個人情報等の適切な取扱いの
ための措置について」事務運営指針及び令和2年7月8日付東局課ー総2-43ほか6課合同「署課税部門にお．
ける行政文書等を庁舎外に持ち出す場合の留意事項について」指示に基づき、適切に管理する。

なお、行政文書等持ち出し専用ファイルは、背表紙に職員の氏名を記載し、所定の保管場所を定め、統括官

等が一括して管理する。

おって、 DX~BPR推進に当たっての取組方針を踏まえ、臨宅調査時は、局WAN用モバイルパソコン及
び携帯用プリンタを積極的に携行し、調査先の調査担当者と署内の調査担当統括官等が情報共有を図り、調査

展開に応じた指示や質問応答記録書の補正・補完を適時に指示するなどして、調査事務の効率化及び高度化を

図る。上記に加え、特官及び国際官は、広域対象署の署長・副署長に対する調査事案の説明のほか、優先度判

定事務においても積極的に取り組む。
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(8) 調査に関する情報の共有

資産運用の多様化、国際化等に伴う社会・経済状況が変化する中において的確な調査を実施するためには、

不正の手口や海外非違把握の端緒及びその解明方法といった調査情報を集積して局署で共有することが重要で

あることから、実地調査の過程で不正財産（所得）と見込まれる財産（所得）を把握した場合など、一定の基

準に該当する場合（別添の3(1)参照）には、その都度「調査概況等連絡せん」（相続税事案は、 RINから様式

を出力する。）を局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムで提出する。

なお、調査等の際に、特定の不正取引等から新たな有効資料源、租税回避を図っていると想定される情報等

を把握した場合には、資料情報事務実施要領に基づき、次表の連絡せん等を作成する。

おって、海外資産関連事案に関する連絡せんは、別冊2の7 「海外資産関連事案に関する資料情報の収集」

を併せて参照する。

（参考）資料情報事務実施要領抜粋

調査情報連絡せん 特定の不正取引や不正経理等から新たな有効資料源及び有効な調査手法

（送付先：監理第5係） （不正取引等が国際的なものを除く。）を発見し、これを広く、かつ、組織的

に活用して調査効率の向上に役立てるために作成する。

租税回避スキーム等連絡せん 事案の企画、調査及び審理等の際に、各種税制や複雑な取引・契約等を利

（送付先：審査指導係） 用して、現行制度では課税が困難となる状況を作出している（租税回避を図

っている）と想定される事案を把握した場合に、これらの情報を組織横断的

に集積・分析し的確な対応を図るために作成する。

国際取引連絡せん 税負担の回避ないし軽減を図っていると想定される国際的な取引等に係る

（送付先：署国際官を経由 情報を把握した場合に、これらの情報を組織横断的に収集し、適時に必要な

し、局国際官） 対応を図るために作成する。
I 

※ 租税回避スキーム等連絡せんの作成対象となる場合、国際取引連絡せん

の作成は要しない。 ヽ、
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；【留意事項】

!O 「調査概況等連絡せん」は、重要事案審議会や調査完了を待つことなく、提出基準に該当すると見込まi
； れた時点で速やかに提出する。
＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂口··▼• • ・・"...." "`・・・・-・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・―"”"  " " " ....  " `̀ " " " " " " " "" " " " " " " "...............―"  "―"  "...."ー．．．.........．日············伽• `—"• -“• -" "“" " -• --" " " " •• -•• ・―"  " " " "..  " " " " " " " " 

(9) 留置物件の管理
イ 統括官等は、調査担当者が帰署した際に、納税者等から提出を受け、留め置いた物件（以下「留置物件」

という。）の有無を確認し、留置物件がある場合には、速やかに「預り証（控用）」の記載内容と留置物件を

照合して、「預り証（控用）」の「帰署」欄にチェックする。

なお、別紙4-2「実地調査処理進ちょく状況表」に留置物件の有無を入力又は記載の上、総括統括官が

管理する「留置物件専用保管袋貸与整理表」に「預り証（控用）」を編てつし、返却までの間、適切に管理す

る。

おって、調査担当者に「留置物件専用保管袋貸与整理表」へ必要事項を記載させる。

ロ 総括統括官は、調査担当者から留置物件専用保管袋の貸与の申出があった場合には、「留置物件専用保管袋
貸与整理表」の記載事項を確認の上、留置物件専用保管袋を貸与する。

なお、留置物件は、留置物件専用保管袋に収納し、部門、担当者名及び事案名を表示した荷札を留置物件

専用保管袋に付けた上で、耐火書庫内の所定の位置で保管させる。

おって、統括官等は、定期的 (2週間に一度）に留め置いた物件の保管状況や長期に留め置く理由等を確

認し、確認した事績を「預り証（控用）」の備考欄等に記載するほか、毎月の事務点検等の機会を捉えて、長

期借用（ 1か月超）とならないよう返却を指示する。

ハ 統括官等は、調査担当者が留置物件を返却する際には、「預り証（控用）」と留置物件を照合し、「持出」欄
にチェックを付す。

なお、総括統括官は、調査担当者から返却を受けた留置物件専用保管袋に留置物件が残っていないことを

確認の上、「留置物件専用保管袋貸与整理表」の返却確認欄に記名又は押印する。

おって、統括官等は、調査担当者の帰署後、返却の事実を確認した上で、別紙4-2「実地調査処理進ち

よく状況表」に返却年月日を入力する。
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二 調査完了後は、「預り証（控用）」、「預り証（交付用）」及び「物件の留置きに当たって（控用）」を事績書

に編てつさせる。

(10) 調査審理の適切な実施

統括官等は、調査審理の実施に当たり、課税要件の充足性を常に意識し、調査担当者に対して、調査で把握

した非違事項に関する必要な証拠の収集・保全を指示し、収集した証拠に基づき適正に法令を適用した上で、

処理方針を示す。

なお、争訟が見込まれるか否かを的確に見極め、争訟見込みと判断した事案については、早期に調査担当者

に対して争点整理表の作成及び活用を指示し、課税処分の適法性の確保に努めるとともに、審理担当者及び署

審理専門官と十分な協議・検討を行った上で、局資産課税課（審査指導係）に必ず上申する。
,-------------------------"------—----------日｀ ＂いヨ＂ ＂ ＂曰←一⇔ ←⇔ ⇔一←----------—-----一----------------------―------匹- -------------------------------"白一日——------―-------------------------―’

i【留意事項】
i 処分に係る理由附記は、相手方の知、不知に関わりなく（第三者においても）了知し得る程度に、処分の基i

国となる事実及び適用法令について、通知書の記載自体において明らかにすることが求められる（最高裁昭i

｛和49年4月25日第一小法廷判決等）。その基礎となる争点整理表が重要な役割を果たすことを十分認識した上i
iで、争点整理表の作成基準に該当する事案については、課税要件ごとに争点整理表を適時・適切に作成・活i

i用し、課税処分の適法性の確保に努める。

｛ （参照） 平成24年7月4日付東局課ー総2-20ほか6課合同「署課税部門における争点整理表の作成及び調i

！ 査審理に関する協議・上申等に係る事務処理手続について」事務運営指針
• ----------------------` ＂＂゚ ｀ ＂＂ ＂ ＂＂細ー--------―` " "-----------------------------------------------------------・・-“｀日“ ⇔ ⇔ー一⇔や・ ⇔—----皿皿““"-------------------------------------―ロ ー------

(11) 実地調査事績（更正決定及び加算税の賦課決定を含む。）の決裁

実地調査を了した事案は、次の事項を的確に行い、決裁委任規程を遵守の上、修正申告又は期限後申告（以

下「修正申告等」という。）の勧奨前に調査事績の決裁を行う。この場合、重加算税の賦課の検討を要する事案

など、重要事案審議会付議基準に該当する事案は、確実に重要事案審議会に諮る。

なお、更正決定及び加算税の賦課決定についても、決裁委任規程及び決裁手順を遵守の上、確実に決裁を行

う。

イ 是否認事項の内容、事実関係及び加算税賦課の判断の根拠となった事実を明確にして、「処理てん末」を取

りまとめる。
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ロ 実地調査事績書には、調査に関して作成した資料及び収集した資料を添付し、調査後の処理区分を明らか

にする。------------------------------------曰一------------・・--・-----・-------・・-------・--・--・--・--・-・・-・・--・-------------・-・・ ー••------------ー---------------------------------ー---------
【留意事項】
1 決裁に当たっては、次のことに留意し、特官、調査担当統括官又は国際官の決裁を了した後、必ず審理i

担当者による決議書の審査を受け、総括統括官又は副署長の決裁を受ける。

〔副署長決裁基準〕

・ 総遺産価額（見込総遺産価額） 3億円以上の相続税事案の最終処理

・ 譲渡価額（見込譲渡価額） 1億円以上の譲渡所得事案の最終処理

： ・ 受贈財産価額（見込受贈財産価額） 3千万円以上の贈与税事案の最終処理
i 2 重要事案審議会に諮る事項は、別紙7「重要事案審議会事績書」に記載し、その審議内容を確実に記録i
！ して整理・保管する。
!3 災害等により申告期限が延長されている事案を調査した場合の加算税及び延滞税は、延長された申告期；

i 限に基づき、適切に賦課する。

i 4 更正決定及び加算税の賦課決定に当たっては、納税者に送付する通知書の原本を確実に確認した上で決i

｛ 裁し、更正決定期限及び加算税の賦課決定期限を徒過することがないよう期限までに確実に送付（到達）

｛ する。

i （参照）・ 税務署における決裁の委任等を定める訓令（昭和46年東京国税局訓令第13号）
i • 令和6年資産課税課情報第14号【～加算税の計算誤りを未然防止！ ！ ～加重分等がある場合の：

！ 「加算税の計算チェックシート（相続税Ver.)」を活用しよう！ ！】 ： ---------------―ローー一-----------⇔白 蛉白---------ー已白--------------------一一白一―-----白-------------ぷ-------ー-----・・-・出------------------------------------・呻-----------------------------
(12) 実地調査事績の決裁後の処理
イ 相続税及び贈与税

調査事績の決裁を了した後、決裁日の属する月中に『調査事績の決裁入力』処理を確実に行う。

なお、「決裁（処理）年月日」と「業務処理日」 (KSKへの端末入力日）が月をまたぐような場合には、

月又は事務年度のMIS集計に反映されないので、入力期限を厳守し、適切に入力する。
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i【留意事項】

i 1 調査事績は、『調査事績の決裁入力』処理の「処理年月日」を入力することで、原則として訂正ができi

： なくなることから、決裁時に出力帳票と処理てん末などの調査資料を照合し、調査担当区分、実地調査i
！ 区分、金額の桁誤り等がないことを確実に確認した上で、処理年月日を入力する。 i 

!2 修正申告書及び期限後申告書（以下「修正申告書等」という。）に係る加算税賦課決定通知の処理に当i
i たり、 e-Taxにより送信された修正申告書等の「この申告書に係る通知等がある場合、 e-Ta x i 

i による通知を希望します。」欄にチェックが付されている場合の事務処理は、資産税事務提要を参照する。i

〔資産税事務提要〕

・ 相続税第4章第5節11「e-Taxにより加算税通知を行う場合の処理」

， ． 贈与税 第5章第7節2 「(10).・e-Taxにより加算税通知を行う場合の処理」
i 3 令和4年4月7日付東局総総6-492「税理士法関係様式の制定について」法令解釈通達に定める税務i
i 代理権限証書の提出がある場合や税務代理人から代理受領の対象となる書類について要望があった場合i

； には、令和6年4月3日付東局総総ほか12課合同「税理士代理受領に係る事務処理要領の制定について」i

！ 指示により、適切に対応する。-・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ロ譲渡所得
土地等譲渡所得事案及び株式等譲渡所得事案に係る調査事績は、決裁を了した後、決裁日の属する月中に

『決裁入力』処理を確実に行う。

なお、決裁入力画面の「決裁日」欄には、業務処理日当日の日付が初期表示されるが、この日付を前月以

前の日付で入力すると当該事案の調査事績はMIS集計の対象とならないので、入力期限を厳守し、適切に

入力する。

おって、継続2管理事案については、決裁を了した後、個人課税部門に実地調査を了した旨を確実に引き

継ぐとともに、継続して管理する必要がないと認められる者については、「除外」入力するよう依頼する。,..........................................................................................................................................凸..................----............., 

i【留意事項】
i 1 『決裁入力』処理を行った調査事績を訂正する場合は、必ず、決裁日の属する月の月末までに行う。 i ·••···································································-········································································································ 
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i2 調査事績の『決裁入力』処理を了した譲渡所得事案は、毎月中旬に出力する「調査事績等管理表」又はi

i 「株式調査事績等管理表」を活用して、譲渡所得調査事績と確定申告入力事績の照合を確実に実施し、i

｛ 入力誤りによる調査事績の集計誤りを防止する。

i3 修正申告書等に係る加算税賦課決定通知の処理に当たり、 e-Taxにより送信された修正申告書等i

の「この申告書に係る通知等がある場合、 e-Taxによる通知を希望します。」欄にチェックが付されi

i ている場合は、調査事績の決裁後、資産税事務提要に定める「平成・令和 年分譲渡所得調査事績等連｛

i 絡せん（個人課税部門連絡用）」の参考事項欄に「加算税電子通知希望」と記載し、個人課税部門へ回付｛

i する。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・ 
(13) 調査終了後の課税処理等の連絡
統括官等は、調査を了した事案について、調査担当者に調査によって把握した財産情報や納付指導事績など、

今後の滞納整理に有効な情報を納付指導連絡せんに記入させた後、総括統括官等へ回付する。・----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
！【留意事項】
iO 総括統括官は、毎月10日までに、前月分の納付指導連絡せんを取りまとめ、担当副署長（非設置署にあi

i っては署長）の確認を了した後、徴収部門統括官に回付する。
(14) 督促状発付前（直後）の納付状況の確認等

-------------------------------------------------------------------------------------------

統括官等は、修正申告書等が提出された事案のうち、管理運営部門担当統括官から「実地調査事案に係る納

付指導等連絡せん（資産課税用）」（以下「納付指導連絡せん」という。）等で納付状況の確認依頼があった場合

には、督促状発付の4稼働日前までに納税者等に対し、電話により納付状況の確認等を行い、その事績を納付
指導連絡せんに記入の上、督促状発付の2稼働日前までに総括統括官等を通じて管理運営部門担当統括官に写

しを回付する。

（参照） • 平成21年7月7日付東局徴徴2-15ほか12課合同「課税・徴収関係課（部門）間の連携・協調につ
いて」事務運営指針

・ 「課税・徴収関係課（部門）間の連携協調に係る具体的細目について」（別途指示）

(15) 事務年度末における実地調査事案等の管理、確実な引継ぎ等

統括官等は、事務年度末における実地調査事案等の処理に当たって、次の事項に留意して適切に実施する。

16 



イ仕掛事案

統括官等は、調査中の事案（翌事務年度の早期着手のため調査通知等のみ行っているものを除く。）につい

て進捗状況を確認し、事務年度内に処理すべき事案と引き続き調査を要する事案を確実に見極め、事務年度

内に処理すべき事案は確実に完了するよう進行管理を行う。

なお、翌事務年度も引き続き調査を要する事案については、次の処理を実施した上で、統括官等が事案を

引き上げて管理する。

（イ）進捗状況等の整理

納税者等との無用なトラブルを防止するため、調査担当者に別紙2 「実地調査事案等引継表」の作成、

別紙8 「資産税関係事案処理状況チェック表」及び「調査経過記録書」の整理を指示し、調査の進捗状況

等（納税者との接触状況、調査経過、解明すべき事項等）を記載させる。

なお、調査手続については、「調査経過記録書」及び「調査手続チェックシート（本表）」によって、事

案の引上げ時までに実施すべき調査手続の履行状況を確認し、記載漏れがないよう確実に整理させるほか、

留置物件の有無を必ず確認の上、未返却の書類等がある場合には、速やかに調査担当者に返却させる。

おって、事案の回収漏れ及び留置き物件の返却漏れが生じないように別紙4-2「実地調査処理進ちょ

く状況表」と照合するとともに、引き上げた調査中の事案については、別紙5 「実地調査事案の進行管理

表」に回収日を記録する。

(n)早期要調査事案等引継表の作成

統括官等は、上記（イ）を実施した事案について、別紙1「早期要調査事案等引継表」を作成する。

口 翌事務年度の早期着手に向け、人事異動日前に調査通知等を行う事案

（イ）共通

統括官等は、調査担当者に「調査経過記録書」及び「調査手続チェックシート（本表）」の作成を指示し、

納税者との接触状況、調査手続の履行状況等に記載漏れがないことを確認する。

あわせて、調査通知の状況、臨宅予定日等をRINの実地調査一覧表に確実に入力する。

(n)調査担当者が留任の場合

交付済事案の引上げは行わない。
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(l¥)調査担当者が異動する場合

統括官等が、交付済事案を引き上げて管理する。

なお、引き上げた交付済事案は、別紙5 「実地調査事案の進行管理表」に回収日（引上げ日）を記録す

る。

ハ実地調査選定基準該当事案

実地調査選定基準該当事案は、上記(1)に定める該当者一覧のほか、別紙4-2「実地調査処理進ちょく状

況表」及び相続税事案に係る「実地調査対象事案選定一覧表」を確実に引き継ぐ。

二 早期に処理を要する事案

上記イにおいて別紙1 「早期要調査事案等引継表」及び別紙2 「実地調査事案等引継表」を作成した事案

のほか、更正・決定期限の関係等から翌事務年度当初において早期に処理すべき事案がある場合には、別紙

1 「早期要調査事案等引継表」に加えて記載し、確実に引き継ぐ。

ホ 争訟が見込まれる事案
実地調査事案のうち、納税者が課税処理の内容に納得していないなど、後に再調査の請求等の争訟が見込

まれるものについては、「争点整理表」を作成して争点、納税者の主張、事実関係及び証拠書類を整理し、確

実に引き継ぐ。
9 ---·—· • • -----• • --• ----• • -·—· • --• -----• -• ---• -• -----------• -—· -------------------• -----“----ロ-- - - -“--“----------• --• --“---• • -• --• -• --• --·—-------------------------·-------·-······ 
！【留意事項】
! 1 相続税事案は、「実地調査対象事案選定一覧表」の「備考」欄、相続税以外の事案においては、該当者一
i 覧に「調査済」、「調査中」、「未着手（早期）」、「未着手（繰越）」、「未着手（変更）」、「実調省略」等の別で

表示し、その処理状況等の引継ぎを確実に行う。

なお、「実地調査対象事案選定一覧表」に登載されていない相続税の未処理事案がある場合には、 RIN:

の「実地調査対象事案選定一覧表」に確実に登載するとともに、当該事案の処理状況を表示して確実に引i

＇ き継ぐ。

!2 処理を了した事案は、管理運営部門への債権連絡など、必要な処理が行われているか確実に確認する。 i •-----------------·-··-··---··-·--·--·----------------·------------------·--·----·-·---··---·-·----···--··----·-·-·-·-·····-·--·-··--------·--------------·--·--·------··----------·' 
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4 特官の事務運営

特官の事務運営は、平成3年7月9日付総総第111号ほか8課合同「税務署特別国税調査（徴収）官の事務運営

について」事務運営指針及び平成27年7月8日付東局課ー資3_15「資産税担当特別国税調査官の広域運営につ
いて」事務運営指針に基づき適切に実施する。

なお、実地調査等に当たっては、特官自らが担当者として調査を行う「単独調査」及び特官が複数配置されて

いる利点を生かして実施する「グループ調査」によって、機動的かつ効果的な調査を実施する。

おって、筆頭特官にあっては、特官付1年目の若手職員に対する指導、交流者のフォローを含めた調査事案の

進行管理、-事案を含む優先度判定に係るスケジュール等の管理、調査事績の

取りまとめなど、特官部門全体の調査マネジメントを行うほか、広域対象署に配置された経験の浅い職員の指導

育成にも配意し、積極的に特官事案の調査に同行させる。

5 特官（機動担当）との連絡協調

(1) 「機動調査事績回報書」が回付された事案の確実な処理

特官（機動担当）から別紙9 「機動調査事績回報書」（以下「回報書」という。）が回付された譲渡所得事案

は、「令和7事務年度『機動調査事績回報書』管理表兼処理事績報告書」（別添の3(4)参照）に記載し、回報書

の内容に応じた処理を早期かつ確実に実施するとともに、処理状況を的確に管理する。

なお、事案の態様によって一斉調査等が必要な場合は、特官（機動担当）及び局資産課税課（監理第5係）

との緊密な連絡体制の下、譲渡人等調査を実施する。

(2) 「機動調査要望連絡せん」の活用

申告審理又は調査の過程で、特官（機動担当）の関与が必要と認められる事案又は機動調査事務の端緒とな

る情報を把握した場合には、速やかに局資産課税課（監理第5係）に連絡の上、別紙10「機動調査要望連絡せ

ん」を作成し、文書管理システムによって提出する。
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6 個人特官による贈与税の同時調査及び個人課税部門による譲渡所得調査における資産課税部門の事務処理

(1) 個人特官による贈与税の同時調査

個人特官は、所得税・消費税と併せて贈与税の同時調査を実施することから、令和7年6月3日付東局課ー
個8-62ほか1課合同「特別国税調査官（所得税等担当）による贈与税同時調査に係る事務処理要領について」
指示に基づき適切に対応する。

(2) 個人課税部門による譲渡所得調査

個人課税部門が行う譲渡所得の実地調査は、平成27年4月28日付東局課一個5-24ほか1課合同「個人課税
部門による譲渡所得調査に係る事務処理について」指示に基づき、事案件数、実施時期等について、個人課税

部門と十分に協議・調整する。

なお、協議・調整に当たっては、じ後の実地調査の際に「再調査」とならないようにするとともに、譲渡物

件が相続取得の場合や譲渡者が譲渡物件取得後、住所異動している場合には、関係署に取得価額引継整理票が

無いか等、個人課税部門の調査後、再処理が必要となることが無いように配意する。

おって、個人課税部門から「要処理対象者名簿」及び「着眼調査既未済整理簿」等の写しの回付があった際

は、資産課税部門において、再度申告審理を行い、調査が必要であると判断した事案は、連携調査の実施の要

否及び資産課税部門又は個人課税部門のいずれが調査を実施するかを協議する。

（注） 株式等譲渡所得の申告審理の結果、実地調査選定基準該当事案については、個人課税部門に「実地調査

基準該当者名簿兼処理状況総括表（株式等譲渡所得）」（KSKシステム出力帳票の写し）を早期に回付し

て、個人課税部門が担当する事案件数及び実施時期等について、協議・調整する。

7 実地調査における留意事項

実地調査に当たっては、別紙8 「資産税関係事案処理状況チェック表」を必ず活用の上、調査手続を含めた各

種事務手続を確実に実施し、その処理状況を記録して統括官等の確認を受けるとともに、次の事項に留意する。

(1} 調査着手前の滞納状況等の確認

実地調査に際しては、納付指導連絡せんを作成し、調査対象者の滞納状況等を事前に確認する。
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なお、滞納がある場合には、納付指導連絡せんを徴収部門に回付するとともに、じ後の滞納整理に有効と認

められる情報の収集に努める。

(2) 納税地等の確認

イ納税地

実地調査対象事案の選定後に、納税地の異動や修正申告書等が提出されている場合があるため、調査着手

前に、①調査対象者が自署管内に納税地を有すること、②修正申告書、更正の請求書等が提出されていない

ことを確実に確認する。

ロ 税務代理権限証書
税務代理権限証書がなく、，申告書に税理士等の氏名又は名称の記載がある場合は、納税義務者に対して事

前通知を行い、その際に、当該税理士等の税務代理権限の有無を確認する。

なお、確認の結果、当該税理士等が税務代理権限を有している場合には、調査手続に基づき当該税理士等

にも事前通知を行うとともに、税務代理権限証書の提出を指導する。

(3) 電話による事前通知等が困難な場合の対応

イ 調査対象者に対する事前通知のための連絡依頼の実施

統括官等は、電話による事前通知が困難であると判断した場合（①署内簿書等から電話番号を確認するこ

とができない者（納税義務者が特定できない場合を除く。）、②1週間程度の間、曜日、時間帯を変えて複数

回電話しても連絡が取れない者）には、調査担当者に別紙11-1~3「連絡依頼票（差置き用）」を調査対象
者の自宅又は事業所（以下「納税地等」という。）に差し置くよう指示する。

なお、納税地等が遠隔地にあるなど、調査に支障を来たす場合は、別紙12-1~3「連絡依頼票（郵送用）」
を納税地等に郵送する。

差し置き等を3回以上実施しても調査対象者から応答がない場合には、国税通則法第7章の2 （国税の調

査）関係通達4-10(2)に該当するものとして、「事前通知を要しない調査の適否検討表」を作成し、署長まで

の決裁を了する。
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口 調査着手等

（イ）初回臨場時の対応

事前通知を要しない調査として臨場し、調査対象者が不在の場合には、別紙13-1 「連絡票（初回・ 2

回目臨場用）」を納税地等に差し置く。

なお、当該連絡票を差し置くことによって事前通知を要しない調査に着手したこととなることに留意す

る。

(n)着手後の対応

上記（イ）を2回実施しても調査対象者から応答がない又は調査協力が得られない場合には、別紙13-2
「連絡票（独自調査宣言用）」を納税地等に差し置き、取引先に対する反面調査等の独自調査を開始する。

また、独自調査開始後も、調査対象者から応答がない場合には、別紙13-3「連絡票（独自調査宣言後）」

を納税地等に差し置く。

(/¥)調査結果の内容の説明

調査結果の内容の説明を行うに当たり、調査対象者と連絡が取れない又は調査対象者が調査結果の内容

の説明に応じない場合には、別紙13-4「連絡票（調査結果説明用①）」を納税地等に差し置く。それでも
なお、連絡が取れない等の場合には、別紙13-5「連絡票（調査結果説明用②）」を納税地等に差し置く。

（こ）更正決定処分

上記(l¥)を実施しても、調査結果の内容の説明が困難である場合には、別紙13-6「連絡票（更正決定処

分用）」を納税地に差し置く。

なお、調査対象者から指定した期日までに連絡がない場合には、更正決定処分を行う。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l【留意事項】
i 1 連絡依頼票等の差置き又は郵送を行う場合は、文書発送チェックシートを活用し、差置き先や内容物i

i 等に誤りがないか、必ず複数の職員で確認の上、封筒の封かんを行う。

i 2 連絡依頼票等の差置き又は郵送を行った場合は、「調査経過記録書」に確実に記録する。 i 

!3 連絡依頼票等の差置き又は郵送を行った場合であっても、これをもって「調査通知」又は「事前通知」i

i を実施したものとして取り扱わない。
し—- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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{ 4 調査対象者と接触し、事前通知に先立ち調査日程を調整するため、調査対象者に都合を聴取する際に

i は、速やかに調査対象者に調査通知事項（①実地の調査を行う旨、②調査対象税目、③調査対象期間）を

i 通知し、その事績を「調査手続チェックシート」及び「調査経過記録書」に確実に記録する。

!5 「連絡依頼票」を差し置く際に、調査対象者と面接できた場合や「連絡依頼票」を差し置いた後に調査

！ 対象者から電話等で「本日、調査が可能である。」旨の申入れがあった場合には、事前通知を行うことと

i して差し支えないが、事前通知は調査開始日まで相当の時間的余裕をおいて行う必要があることから、

！ 原則として同日に調査を開始しない。
i なお、調査日程の調整が終わらず事前通知を行えない場合でも、確実に調査通知を行う。

i 6 別紙13-3「連絡票（独自調査宣言後）」及び別紙13-5「連絡票（調査結果説明用②）」は、複数回差！

i し置いて差し支えない。
｀ →曰→ロロローー日←ー一←――”← ⇔ "―ーロー・―“・~“--““--• --• -• ---• --• ------• -• -•｀ー“→ ⇔ ^  ⇔ ^ “⇔ • ·—·徊--→ ⇔ヤ＂ ｀”坤＂ ←一“叫—· ·ー“—· ·—· --• ・ー如・ー→・”“・ 0 日—- --―``”｀知一四”`- • 0 • - - • - - • ^ -• ·—· • = • • = •曰”―｀ → ⇔ •- • ·—· • • - • - • • -- • ---

(4) 臨宅調査及び現物確認調査等

臨宅調査は、納税者本人から課税価格（所得金額）の計算の基礎となる取引等を聴取して事実を把握する実

地調査の基本となる重要な調査である。このため、臨宅調査に当たっては、要調査項目に係る事実関係等の把

握に主眼を置いて適切に実施する。

なお、現物確認調査は、時機を逸することなく納税者等から「明示の承諾」を得て実施するとともに、関与

税理士等の同席がある場合には、現物確認調査の立会いを求めた上で、基礎資料の保管状況等をつぶさに確認

し、一や一l．ォ産の端緒の把握に努める。
おっ℃■■が想定される事案、争訟が見込まれる事案、直接証拠がなく、間接証拠のみで相続財産の認定
を行う事案などは、適時に質問応答記録書等を作成するとともに、証拠資料を確実に収集・保全する。

（参照） 令和5年資産課税課情報第10号【争訟を見据えた証拠の収集と保全】
-----ロ・一．．―“―ー・ーロ—· ～ーー～ーロロ—―“―- ------ • ---• ・.“・ • • • • -·—· • • - • • -·—· • ----------------―ーーロ→一田一⇔巴→ ＂ ＂一曰—- --- • ----°“・ --• --• ------~---白一曰臼ーロー—←- - • --~—· -------”~—· = -・日―“”←日―-• -- • --  ̀-• • --—• ’̀ 

i【留意事項】

Iー→―----- - ------ - - -- -- -- -- -- ---- -- --- - -- -- -----------------------―ーヨ-········'·••.a•• ••••• •••••••• • —...,.........細 ..⇔.................一.....
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： 臨宅調査後は、現物確認調査の実施状況を別紙8 「資産税関係事案処理状況チェック表」に記載の上、
l 統括官等に復命する際に、実施状況の確認を受ける。
!4 調査の必要上、書類等を留め置く場合は、「預り証」及び「物件の留置きに当たって」をそれぞれ2部（交i

付用 1部、控用 1部）作成し、留置物件の受領と引換えに「預り証（交付用）」及び「物件の留置きに当たi

i って（交付用）」を納税者等に交付する。その際、「預り証（控用）」と留め置く物件を確実に照合する。 9 

i なお、納税者等に留置物件を返却する際は、留置物件の返却と引換えに、交付した「預り証（交付用）」i

i のみ返却を求める。
• - • - • • • • • - • • - • - • • -• • --- - • - • • ・し・ • • • • --- -“-• • • --·~ • •~—“· • • - • • • - • - • • - • - - - • - • • - • - --- - • - • • - • • - • - - • - - • • - • - --• • - • - --- • • • • ·—····························································· 
(5) 調査先における費用負担

調査先（金融機関等の反面調査先を含む。）においてコピー機を借用した場合は、コピーに要した費用の請求

を調査先に促す。

なお、所定の手続は、総務課（会計係）に確認する。

おって、コピー枚数が相当数になる場合には、書類の借用も検討する。

(6) データの持ち出し及び持込み

調査の必要上、データの持ち出し及び持込みを行う場合には、平成21年4月1日付東局総事ー2-10ほか23
課合同「『東京国税局情報セキュリティ規程』の制定について」事務運営指針及び平成20年7月2日付東局総事
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-2-11「『国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則の制定について』事務運営指針の全

部改正について」事務運営指針に基づき、事前許可等の手続を遵守する。

(7) 非違内容等の説明（問題点等の提示）

実地調査において非違を把握した場合には、調査の終結段階で無用のトラブル等が発生することのないよう

納税者等（当該実地調査に係る税務代理を行った税理士を含む。）に対して、非違の内容及びその金額を十分に

説明し、説明内容を「調査経過記録書」に確実に記録する。

(8) 予納の積極的な利用勧奨

調査結果の内容を説明した際、納税者が調査税額の確定前に納付の意思を示した場合は、早期納付による滞

納の未然防止を図るために「予納制度を利用した納税のご案内」を交付するなどにより、納税者及び関与税理

士に対し、予納の利用勧奨を確実に行う。

なお、納税者等から予納の申出があったときは、過誤納等を防止する観点から、「国税の予納申出書」を使用

し、書面による提出を依頼する。
--------·-----···----··················-··-···········-··-··-··-··--·-··-··-··-·--·--·············-··-··-··-·--··-··-·-----------·--····→一•·-···-··--·----------------------··--·-

i【留意事項】
：〇 予納の利用勧奨を行う時期は、納税者が調査税額の確定前に納付の意思を示し、納付すべき税額の確定i

： が確実であると認めるとき以降とする。
なお、予納は、納税者自身の申出によるものであることから、予納を強要されたとの印象を持たれるこi

i とがないよう丁寧に説明する。

i （参照） 「課税・徴収関係課（部門）間の連携協調に係る具体的細目について」（別途指示）・----・・・---・・・・・・-曰-・・・・・ー・-・・→● " " ● ⇔......、..“.....“・ •“.... ・ • ・ • • ・ • • ・ • ・ • ・ ·—· ·—· --- •←細｀ ⇔ -•.... ・ •............. ̂“....... ・ • ・ •.............. • -“.... °“●ら“....• • • • • • •........ • •*..... • • •• 

(9) 修正申告等の勧奨等
イ 修正申告等の勧奨

実地調査の結果、非違が認められた場合は、原則として、統括官等が同席の上、調査結果の内容を説明し

た後、直ちに更正・決定を行うことが適当と認められる事案を除き、修正申告等を勧奨する。

なお、修正申告等は、 e-Ta xによる提出の勧奨を徹底する。

ロ 修正申告等の勧奨の際の納付指導
修正申告等を勧奨する際は、「修正申告等について」及び納付書を交付の上、本税のほか、延滞税、加算税
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及び滞納税額を含めた納付しょうようを確実に実施し、その事績を納付指導連絡せんに記載する。

なお、納付指導の結果、早期の納付（おおむね修正申告書等の提出後2週間以内）が困難である旨の申出

があった場合には、納付指導連絡せんに把握した財産情報等を記載して写しを作成し、速やかに徴収部門に

連絡（案内）する。

また、滞納整理事務の集中化によって、徴収部門の設置がない署においては、管理運営・徴収部門統括官

（総務課制署の場合は、総務課長）に連絡する。

おって、納税者等が納付相談を希望する場合は、署に設置している滞納整理事務の集中化中心署への直通

電話を案内する。

(10) 更正・決定に係る処分理由の記載

調査の結果、更正・決定を行う場合は、非違事項に係る必要な証拠の十分な収集・保全、的確な事実認定及

び課税要件の充足性について十分な確認を行った争点整理表に基づき、その処分の理由を附記する。---• ---~.. ----....ら● ←白→ ⇔．．～．．．．→  ～“⇔  ⇔“”“田⇔伍田⇔彎臼・日日“"“”｀い← -日→ヽ．．．．．⇔呻......ロ一匹• • • - ~ - ----• • • - - • • • ·—· --- -...―い 0 ・“・蛉一・ ⇔如日．．”• ¢．．こ日•“· - --- - • - - • - - --- --- --- ---こー一一曰臼．．．．——•・“・ • • ～一”-ロ―`”―`

；【留意事項】
!0 実地調査の結果、①直ちに更正・決定を行うことが適当と認められる事案、②修正申告等の勧奨に応じi
； ない事案について更正・決定を行う場合には、確実に重要事案審議会に諮る。
i なお、処分の理由書の作成に当たっては、理由附記の趣旨である「恣意抑制（処分の適正化）」及び「不l
： 服申立ての便宜」を意識して記載するとともに、金額等の確認を徹底する。
・・・・・・・・・・・・呻ーー曰日● ← ⇔ーローいー 一←一..ー→一い皿ー～口..ローロ―^“岬• ⇔正～＂ •ぃ｀―"．．曰ー曰一― □ - • - • ・“““-・“・ • • ~ • • • • • • ・―”・””-- -—ロローロ”―”“”“... `“•..—`~ ・“・ーー・ • • • • • •白ーロ·““..”- - - - -“・“・ -• ・一疇一

(11) 印紙税の同時処理
実地調査に当たっては、印紙税の不納付文書の把握に努め、＇次のとおり印紙税の不納付の申出の勧奨等を積

極的に行う。

イ 不納付の申出の勧奨

印紙税は、事前通知の際の調査対象税目には含めないが、調査先が作成した印紙税の不納付文書を把握し

た場合には、事前通知事項以外の事項として印紙税を調査対象税目に追加し、必要な通知事項を説明した上

で調査する。

また、当該調査先に印紙税の納付状況を自主監査させ、その結果に基づき「調査結果の説明書」を作成し、

決裁を受けた後に調査結果の内容の説明を行い、「印紙税不納付事実申出書」の提出を勧奨する。
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（参照） 「印紙税不納付事実申出書」の様式は、間接諸税事務提要を参照する。••••••••• -----------.......... ------~“----“・ • --“-----------------------------------• • 0 0 - - ^ " - ------------------------ • • ------= ----------• • -...... -• • -------• • • • • ---------------• 

i【留意事項】

① 

[ ・ •3............. 。.......... ^ ^ • - - - - • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - • --.........。”^ ● ＾ ^．．．．．．．．．．．．．．．・ • ----．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ • -----.....”............. ~ -------..................... 

ロ 「印紙税不納付文書等連絡せん」の作成
調査先が取引先等から交付を受けて所持している文書で、印紙税が不納付となっているものがある場合に

は、令和4年7月8日付東局課二消7-36ほか 1課合同「印紙税不納付文書等連絡せんの作成及び活用部門

における管理について」指示に基づき、「印紙税不納付文書等連絡せん」を確実に作成し、当該文書の写しを

添付の上、管理運営部門に回付する。

なお、作成に当たっては、「印紙税不納付文書等連絡せん作成システム」を使用する。.......................................................................................................-...̀...........̀...............................................-......, 

i【留意事項】
!0 印紙税に対する意識・知識を高める観点から、全体研修等の機会を利用して印紙税研修を実施する。 i 
i なお、研修内容、研修講師等については、法人課税部門（消費税等部門（担当））と協議を行い、各署のi

i 実情に応じて実施する。

i おって、研修資料は、局ポータルサイトに掲載している資料を適宜活用する。 ： 
i （掲載先） 局ポータルサイト＞通達・情報＞消費税課＞08手引類＞分類：間接諸税関係--―ーロー—-----------------ーー←—---~ --―`ーロー一曰―-------—ーーロこ e -―｀ロー——·・”--------------------―⇔曰―--------—こ--------・ー・・ーー．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(1~ 実地調査における資料情報の活用・収集等
イ 資料情報の活用

実地調査を効果的・効率的に行うため、時機を逸することなく各種資料情報を積極的に活用する。
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特に、重要資料せんや各課部門事務連絡せんにより連絡を受けた資料のうち、調査が必要と見込まれるも

のについては、事案登録を行い、必要に応じ関係部署と協議・調整した上で、早期に実地調査等により確実

に処理する。

なお、資料情報は、その収集形態・資料の種類にかかわらず、資料源の秘匿を徹底する必要があることか

ら、収集先や資料源を調査先等に察知されるような活用は厳に慎む。

また、法定資料及び法定外資料（連絡せん及び探聞情報資料を含む。）を端緒とした調査事績について、資

料の活用事績の回報基準に該当する場合には、資料情報の活用事績回報書を資料調査システムに登録の上、

出力された回報書等を確実に回報する。

おって、重要資料のほか、資金情報、部外情報、課税通報、マスコミ情報及びその他調査上有効と認めら

れる情報に関する明細書などの局関連資料、譲渡所得非違の端緒となった所有権移転登記資料、 CRS情報

については、活用効果に関わらず、全件回報する。
r ---------------------------------------------------------------日-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- ---“--------------------—-- - - - - - -̂ --------------紳-- --------------------------,  

｝【留意事項】
; 1 相続税資料カードの出力後、調査着手までの間に、新たな蓄積資料（114資料等）が入蓄される場合が］

i あることから、調査等に当たっては、認証ポータルサイトの資料調査システム『資産蓄積（資産税）の抽｛

i 出』によって、調査対象者等に係る資料せんの有無を確認する。

i 2 調査対象者の関係個人・法人の把握、連携調査の必要性等の検討に当たっては、資料調査システムをl
i 積極的に活用する。

! 3 回報基準
i ① 相続税・贈与税•..----­
i ｀ ②譲渡所得・・..
i ③ 消費税．．．．．．．

！ （参照） 「資料情報事務実施要領について」（別途指示）
し―----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------̀  ------------------' 
口 資料情報の収集
資料情報は、調査支援にとどまらず、相続税、譲渡所得等の非継続かつ大口の資産税事案の適正課税実現

のために、極めて重要な情報であることを十分認識の上、関係部門等との連絡・協調の下、あらゆる機会を
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通じて海外資産や金融資産の保有に関する資料情報など、活用効果の高い資料情報を収集し、蓄積資料の充

実を図る。

なお、他事務系統の実地調査等で把握した資料情報についても、的確な作成・入力又は資産課税部門への

連絡が図られるよう資料情報会議等を通じて、協力を依頼する。

おって、国外財産調書を含め、海外資産の異動に関する資料情報、新規公開株式や非上場株式の資料情報

など、課税の充実の観点から的確な収集等に努める。
アい一⇔蛉—- ----------------------------------------ロ---O 細------------------―--—-------------------------------—· --―蛉---------------------------------------------------------------,

｝【留意事項】
!O 実地調査においては、将来の相続税適正課税の実現の観点から、積極的に資料情報を収集し、資産のi

i 保有の事実を的確に資料化（資料調査システムヘの入力）する。
--------------------だロー―-----------------------------------―匹ーロー←曰―-------------------------------------応臼⇔一⇔ー日白―`------------------~ --―`””””―⇔―---------------------―←―-------・ 
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第2 相続税

1 令和7事務年度の実地調査等事案

事前に局資産課税課（監理第2

係）に連絡する。

2 調査の実施時期等

(1) 実地調査

特官及び国際官は、

統括官部門は、-'実施する。
(2) 机上調査及び実地の調査以外の調査

統括官部門が担当し、··········■|~通年実施する。、----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、
!【留意事項】
， 机上調査は、一目安に実施する。

i 2 特官部門の実地調査対象事案が、準備調査等を経て机上調査相当となった場合は、特官部門において要］

i 調査項目を明確にした上で、広域対象署の総括統括官に引き継ぐ。

i 3 事務年度末に未処理事案とならないよう、計画的かつ効率的に処理する。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 調査対象事案の選定

(1) 実地調査及び机上調査対象事案の選定

実地調査対象事案の選定に当たっては、前記第 1の2及び3(2)に留意し、実地調査選定基準に該当する事案

と実地調査未着手事案（未交付事案及び交付済の未着手事案）を併せて、高額な追徴税額が見込まれる事案を

選定する。
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なお、統括官部門においては、調査担当者（内部兼、審理兼担者を除<。)----を目安に、下記「ハ

特選事案」を選定する。

また、無申告事案は、前記第 1の2 「(2)重点課題への取組」に留意の上、申告要否検討表の回答、 RINの

情報、収集した署内外資料を基に、課税見込みの有無を検討するとともに、見込まれる非違事項等をRINに

入力して見込追徴税額を算出することで、より高額な追徴税額が見込まれる事案を的確に選定する。

事案については、原則として、机上調査事案として選定する。
・------------------紐--------“----““—““—· • -----• -------“------—•---“-------------------------------------------—• ---------------------------, 

｛【留意事項】

！ 低階級事案のうち、調査優先度が高く、かつ、実地に赴く必要があるとして実地調査対象事案に選定したi

i場合は、調査通知前までに局資産課税課（監理第2係）に連絡する。• ----------------------------------------------------------------------------――→ --呻------皿―-----"---------------------------------------・-----------------------------------------ーー・
イ リスクスコアに応じた優先度判定
優先度判定に当たっては、 RINを活用の上、次表に基づき濃淡をつけ、

をRINに入力して見込
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なお、実地調査（特別調査事案、一般調査事案、短期実地調査事案及び特選事案）に選定する事案につい

ては、増額要素だけでなく、減額要素ついても合わせて確認し、確認結果をRINに登録する。

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

おって、

i【留意事項】

!O 減額要素の確認の時期は、令和5年分の事案は準備調査時、令和6年分の事案は優先度判定時とする。］
： なお、別紙3 「ネガティブチェックシート」で減額要素を確認した場合であっても、その結果をRI 1 
i Nに登録し、税額控除を含めて見込追徴税額を再計算する。
し——..............................................................................―← •..................•こー・・··················································-········-·······
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口調査区分

（イ）特別調査事案

(ll)一般調査事案

実地調査事案のうち、特別調査事案、短期実地調査事案及び机上調査事案以外の事案

(!¥)短期実地調査事案

（注）

① 

:-
④ 

⑤ 
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【留意事項】

〇 短期実地調査事案の各種システム等における取扱いは、次のとおり。

RIN 

事務計画

事務実績

当初は机上、実調移行後は実調（短実）に変

更

机上として計画

当初は机上、実調移行後は実調で入力

実地調査（一般）として登録し、事案完了後

も変更しない

実地調査（一般）として計画

実地調査で入力し、事案完了後も変更しな

しヽ・

上）から実調（短実）に変更 般）から実調（短実）に変更

KSK  I調査事績の入力時に、調査区分を実調（机 1調査事績の入力時に調査区分を実調（一

i ------------------------------------------------------------------------------------“--“·—· --• ---”-----• --•白● ● ＿．．．．．”．.... -• • -• • -・ • --•---• -• • -• • -------• •“· • • • •ー・・--・--・
（こ）机上調査事案

上記①又は②の基準にかかわらず、次の非違が見込まれる事案

． 
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ハ特選事案

(2) 実地の調査以外の調査事案の選定

4 実地調査の実施

(1) 準備調査

準備調査の実施に当たっては、統括官等から助言・指示を受けた事項に留意の上、土地や株式評価の適否の

検討及び各種資料情報の念査を徹底し、把握した要調査項目等を「相続税準備調査書」の各項目に記載する。

なお、令和5年分の実地調査対象事案は、優先度判定時に別紙3「ネガティブチェックシート」を活用して
減額要素の確認を行っていないことから、準備調査時に別紙3 「ネガティブチェックシート」を使用して減額

要素の有無を確認し、統括官等の確認を受ける。上記に替えて、 RIN上で減額要素の確認を行う場合であっ

ても、別紙3「ネガティブチェックシート」の「減額要素の検討 (RINに登載のない項目）」は必ず確認する。

また、準備調査の決裁を了した後、別紙8.「資産税関係事案処理状況チェック表」を活用の上、資産税事務

提要に定められた調査手続を遵守し、納税者等に事前通知等を行う。

おって、準備調査から着手までの事務処理は、別紙14「相続税実地調査事案の事務処理フロー（準備調査か

ら調査着手）」を参照する。, ------------------”--”—·-- - -̂  ------------------—日—- - - --- --- --- -――曰ー一臼----⇔臼や一田--や―--- - - - --- - -““―“-- - • • • • - --- ---“--̂ ――`--―曰ー日日—- - - - - - - - • • • - - • - - • - -“------• ----“----• ·—·”—· • - -””＿  ＿ ＿ー，

【留意事項】
〇 次の事項は、把握の都度、速やかに実施する。

① 文書照会の回答状況を確認し、未回答の金融機関等に対しては督促を行う。

② 取引内容の解明が必要な金融機関等に対して文書照会を実施していない場合は、追加照会を行う。• -------” ° ―`--• ·~—· - -”----• ---• • -------·,.~ ・ロー・ - - • ·ーロ—- ---“”-----―ーロー・・ - - • - -—·—· • • - -・  • • •ヽ· • • •• •~“. ”―`--—巴皿臼・~ー“- - • - - • - - • - - • •• • - _...  -””---• • --“・ 0 -—←伍―-・“““・ --• --• --·—· •• •• • • • • •• - ° " -----
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③ 声積資料の出力依頼は ■l~対象｛
： とする。 ・・・・・・・・・・・・→ • • •• • ·———························—· • --• -• ・̀―̀... • • • • --• --·—·········---···········-·--------
(2) 事前書面照会の実施

事前通知による日程調整の結果、一である事案については、

別紙15-1「相続税の調査に当たっての事前の確認について」、別紙15-2「被相続人に関するお尋ね」及び別
紙15-3「相続人に関するお尋ね」を送付し、聴取調査項目を事前に照会するなど効率的な調査展開への活用

に努める。--------------------------------------------一白――-----―⇔--”⇔―--------------------------—細ー一⇔—---―蛉一-----—⇔--------------------------------------------------------------------------・ 

i【留意事項】
!O 事前書面照会を実施した事案の調査事績の入力に当たっては、『実地調査事績の起案入力』において「区i

！ 分E」欄に「1」を入力する。
9 -- -- - -- - -- - -- -- - -- -- - -- - ----- - -- --- - -- --- --- -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - -- --- --- -- - --- --- -- - --- -- - -- --- - -- -- - -- - --- --- --- - -- --- -- - - -- - -- - -- - -- - --- ----—-----------------
(3) 臨宅調査及び現物確認調査の効果的な実施
相続税の臨宅調査は、課税要件を充足する事実の把握と証拠の収集を行う上で極めて重要であることから、

原則として複数の職員で実施する。

なお、臨宅調査に当たっては、事案の態様に応じ、相続人全員に立会いを要請して相続人等の情報を聴取し、

別紙16「相続関係図」等に確実に記録する。
また、前記第1の7 「(4)臨宅調査及び現物確認調査等」に留意の上、的確な現物確認調査を行うとともに、

財産の取得状況等について、適時に質問応答記録書を作成し、効率的かつ効果的な調査の実施に努める。

おって、相続税の実地調査（下記5の机上調査を含む。）においては、

(4)'反面調査の実施

臨宅調査で把握した事項や聴取した内容の裏付け又は確認及び臨宅調査後の事案検討会において検討した必

要な証拠資料等の収集には、反面調査が重要な役割を果たすことから、積極的に反面調査を実施する。一
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(5) 実地調査事績の起案

実地調査が完了した際は、前記第 1の7 「(9)修正申告等の勧奨等」の前に、「相続税実地調査事績書兼非課

税・申告是認決議書」に調査事績を整理の上、調査資料（作成及び収集した資料等）を添付し、調査後の処理

区分（「要更正」、「申告是認」又は「非課税」）を明らかにした上で、調査事績の決裁を受ける。

なお、申告是認（特別調査事案・一般調査事案）、非課税、重加算税賦課事案を除く短期実地調査事案と机上

調査事案に係る「処理てん末」は、別紙17「事案の概要（簡易版）」を使用し、要調査項目に対する調査結果等

を簡易的に記載する。・・・・-・-・・-・・-・・--・-・-・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・-・-・・・・・・・・--・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・-・--・・--・・・・・・・-・・・・・・・・-・・・・-・・・-・--・・--・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・-・・・-・・ 
;【留意事項】
i 1 実地調査等事績は、「『令和7事務年度 実地調査等事績の入力要領』について」（別途連絡）に基づき、i

i KSK相続税システムに入力する。

： なお、実地調査事績の「調査区分」の入力に当たっては、原則として、調査指令時の「調査区分」（短期i
i 実地調査に変更する場合を除く。）を入力する。

!2 調査書類は、資産税事務実施要領の第4章「相続税事績書の編てつ順序一覧」に基づき編てつする。 i -・-・--・・・・・-・-・・・--・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・-・・-・---・---・--・・・・-・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・-・-・・-・・・・・・・-・-・・・・・・・・・・・・・・・・-・・-・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・-・-・-・・・・・・ 

5 机上調査

(1) 接触方法等

机上調査対象事案は、納税者等に対し、調査として接触することをあらかじめ明示するとともに、調査の目

的、調査対象税目、調査対象期間等を説明する。

なお、接触の態様については、別紙18「机上調査事案の事務処理フロー（準備調査から調査着手）」を参考に、

要調査項目を解明するために対面（来署依頼）による調査が必要となるか検討することに留意する。

(2) 実地調査への移行

納税者等が接触を拒否し、実地に赴かなければ調査展開が見込めないなど、机上調査による接触が困難であ

ると認められる場合は、短期実地調査への移行を含め、調査展開を検討する。
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なお、実地調査に移行する場合は、改めて国税通則法第74条の9の規定に基づく事前通知を行うことに留意
する。

(3) 反面調査の実施

机上調査事案であっても、必要に応じて反面調査を実施して差し支えない（「【参考】相続税の事案区分等の

概要」参照）。

なお、反面調査を実施した場合であっても、机上調査事案として調査事績を起案、決裁することに留意する。

ただし、机上調査事案は、簡易な接触で効率的に処理する目的で実施しているため、統括官等は過度に事務量

を投下しすぎないよう的確に指示、進行管理を行う。

(4) 調査終了の連絡

調査の終了に当たっては、次のとおり処理する。

イ 更正決定等をすべきと認められない場合

調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合は、相続人等に対し、調査結果を口頭で説明する。

なお、机上調査は、国税通則法第74条の11（調査の終了の際の手続）第1項の規定は適用されないことか
ら、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」の作成は要しない。

ロ 更正決定等をすべきと認められる場合
更正決定等をすべきと認められる場合は、「調査結果の説明書」の決裁を了した上で、納税義務者等に対し、

十分に理解が得られるよう、非違の内容、調査結果の内容を分かりやすく説明する。

なお、税務代理権限証書の提出がある場合に、納税義務者の同意がある場合には、納税義務者に代わって、

税務代理人に対してのみ調査結果の内容の説明等を行って差し支えない。

(5) 相続税システムヘの入力

イ 机上調査対象事案の選定時

『申告審理事績の入力』処理により、審理処理区分を「1実地調査」、調査区分を「4 机上」と入力する。
口 調査事績の起案

『実地調査事績の起案入力』処理において、調査区分を「4 机上」とし、机上調査対象事案に係る調査事
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績を入力する。

6 RINを活用した調査事務運営

(1) 概要・機能

RINは、優先度判定から調査着手・調査完了までの一連の事務において必要な機能を実装したツールであ

り、主な機能は次のとおりである（詳細は、 RIN操作説明書を参照する。）。

なお、今後のGSS端末導入後の事務運営の変化に対応していくために、統括官等は、令和6年分以降の相

続税実地調査選定基準該当事案に係るオンライン照会回答(---)をRINにアップロードする。

イ 相続税の優先度判定

■ 
ロ事案管理

実地調査対象事案の処理区分や調査担当区分を登録し、調査事案を管理する実調一覧表等を作成するとと

もに、海外資産関連事案や継続2管理事案の報告既未済を表示

ハ準備調査等
． 
・ 調査着手等連絡せんと調査概況等連絡せんの出力機能を追加し、 RINのデータを活用して効率的に作

成

二進行管理

実地調査及び机上調査事案の事案交付から調査完了まで、調査手続の都度、当該実施日を入力することで、

進捗状況を可視化。また、署幹部においても担当者別・事案別の進捗状況を確認することが可能
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(2) 出カデータの取扱い

RINから出力したデータは、使用後、速やかに削除する。

なお、資金操作表など、決議書に調査関係資料として編てつするもの以外は、出力したデータを印刷しない。

(3) 調査結果説明書付表のアップロード

リスクスコアの精度向上には、実地調査事案の具体的な非違事項を把握し、リスクスコアと調査事績の相関

関係をより精緻に分析する必要がある。このため、調査が完了した月の翌月末までに、 RINの「ファイルア

ップロード」メニューの「調査結果説明書UL」タブから「調査結果の説明書付表」を登録する。

(4) 事後監査

統括官等は、 RINの前月分のデータ出力事績について、毎月10日までに、「監査」メニューにより、真に必

要な目的以外で出力していないか監査するとともに、「出力先」フォルダ内のデータが適切に削除されているか

確認する。

なお、データ出力事績の監査を実施した結果、利用者が不適正なデータ出力を行っていたと認められる場合

には、速やかに資産課税課（監理2係）に報告する。また、局資産課税課で不適正なログを把握した場合には、

統括官等に当該ログを提供することから、利用者に検索目的等を確認の上、局資産課税課に回答する。

(5) その他留意事項

KSKシステム及びe-Tax税務署システム並びに課税事績検索システムで管理する申告情報のうち、

参照制限が設定されている事案については、総括統括官のみに閲覧権限を設定している。

・ 無線LAN環境では、有線LAN環境に比べて起動時間や画面遷移が遅くなる。

・ 局資産課税課からRINの使用制限の連絡があった場合は、解除連絡があるまでの間、 RINを起動しな

い。
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第3 贈与税

1 調査対象事案の選定

(1) 実地調査対象事案の選定

贈与税の実地調査対象事案は、実地調査選定基準該当事案から選定する。

(2) 実地の調査以外の調査事案の選定

事後処理（実地の調査以外の調査）対象事案の選定基準に該当する事案のうち、

を選定する。

2 実地調査の実施

統括官等から事案の交付を受けた調査担当者は、事案の内容に応じ、要調査事項、調査先、調査に入る手順、

調査の展開方法等をあらかじめ検討した上で、実地調査を行う。,—· --....···-----················.、...............······················•-.•·········-························································-······························-··········,
!【留意事項】
!0 相続税、譲渡所得等の調査の際における贈与税調査
i 調査対象税目の調査のみにとどまらず、資金又は資産の異動にも着目し、贈与事実を的確に把握する。
＇ なお、把握した贈与事実において、受贈者の所轄署が異なる場合には、速やかに所轄署の統括官等へ贈与l
事実を連絡し、早急な調査を依頼する。

----------------------------------珈←｀ ｀――→ -----• ---------------•- • --------------・―――やー一皿ー一...皿-------•“- ------• ・------..―→――..ー→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・―“

3 実地調査事績の起案

実地調査が完了した際は、前記第 1の7「(9)修正申告等の勧奨等」の前に、「贈与税実地調査事績書」に調査

事績を整理の上、調査資料（作成及び収集した資料等）を添付し、調査後の処理区分（「要更正」、「申告是認」、

「非課税」又は「事故」）を明らかにした上で、調査事績の決裁を受ける。
“---• --•“- •“- •“· • • • • -----•••••• • • • • • • • • • • • • •...... • • •...... • • -• • • •• • • • • • • • ・撼・ •⇔...。.. .̀...... •······················-··························-··--·-················-·-----···-----·, 
：【留意事項】
i 1 実地調査等事績は、「『令和7事務年度 実地調査等事績の入力要領』について」（別途連絡）に基づき、 Kl

i SK贈与税システムに入力する。特に、相続税調査から派生した贈与税事案については、区分A~Cに派生i
-···-··--·-·····-·-·-····•如● ●＿．．．．．．．．．．．⇔白• • •”. ⇔● ●臼● ● ` ロ・“・ • -• • • • -·—· • -- • -- • -- • • -• --• --• - • • -.........* •伍• •”• ---- • --・ • -•......... -•“....“• • • • • • • • • • -• • -• • • •“· • ・̀ • -• • ---• •“·—· ·—·”- -----
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！ 元局署番号などを入力する必要があることから、決裁時に入力漏れ又は入力誤りがないか確実に確認する。 ｛ 
:2 実地調査によって把握した資産の保有等の情報は、将来の相続税適正課税の実現の観点から、蓄積資料とi

i して確実に資料化（資料調査システムヘの入力）する。
・-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------―--------------------------------------

42 



第4 譲渡所得

1 令和7事務年度の実地調査事案

なお、譲渡所得調査は、~など真に調査すべき事..... 
を中心に積極的に実施し、前記第 1の7「(11)印紙税の同時処理」に留意し、適切に実施する。また、株式等譲渡

所得調査は、~について効率的な接触に努める。

2 実地調査の実施時期等

譲渡所得の実地調査は、原則として、確定申告期を除き通年実施することとするが、特に4月から 6月までを

中心に実施する。
i【留意事項】
1 実地調査は、~実施するこ

l し、~実施する。
!2 指導育成対象者など、譲渡所得調査の経験が少ない職員が実地調査に従事できるよう配意し、優先的に事：

｝ 案を交付する。......... • ・ •...............”...............”· ••• ・ ••”--・ ・ ••0 • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• ••...鴫· • O • •••••••• • •• • □ • • •........,.................. • •・....、· •..。~”..............・ •• ・ ・ • ・ • ・ ・ • ・ • ・..... ・ • ・ • ・・ ・ • 

3 調査対象事案の選定
(1) 実地調査対象事案の選定

譲渡所得の実地調査対象事案は、実地調査選定基準該当事案の内容を個々に検討し、過年分を含め、調査優

先度が高いと見込まれる事案から順に事務量等に応じて選定する。
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また、次に掲げる事案を的確に調査対象事案として選定の上、優先的に調査を行う。

イ 土地等譲渡所得事案

（イ）

(/¥) 

（参照） 資産税事務提要を参

照する。------・--・----------------------・-----------・----・--------------・-・-----・・---・・・-・--・・-・--・・-・・-・--・-・・・・・--・・・・・・・-・・-------.・・---・--・-・・・-・・・・・・・・・-・・・・・----------------l【留意事項】
!o 令和6年分の譲渡所得事案のうち、申告審理において一括省略対象としている電子申告分について、i
i 局において一定の条件で抽出したリストを還元することから、各署において譲渡所得実地調査事案等；

］ の選定に活用する。

i なお、抽出条件や活用に当たっての留意事項については、リスト還元時の事務連絡を参照する。 i 

i （参照） 「土地等譲渡所得事案に係る選定補助データの還元について」（別途連絡） ： --・-・・・・-・・--・-・・・・・-・・-・・・・・・・・・・・・・--・・・・・-・・----・・-・・-・-・・--・-------・--・・-・-・・-'・・-・-・・-・・-・・・・--・・・・・・・・・・・・ー・曰●・・・---------------------・-・・--・-・・--・--・--・-・・-・・-・--・-'
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ロ 株式等譲渡所得事案
（イ）

(2) 実地の調査以外の調査事案の選定

事後処理（実地の調査以外の調査）選定基準に該当する事案のうち、

4 実地調査の実施

(1) 準備調査

準備調査の実施に当たっては、統括官等から助言・指示を受けた事項に留意の上、別紙19「譲渡所得調査（土
地等）準備調査書」を活用して、申告審理で把握した問題点以外に要調査項目がないか確認し、統括官等の確

認を受ける。

(2) 臨宅調査等

実地調査に当たっては、譲渡人に対する調査を行うだけでなく、譲受人、仲介業者等に対する反面調査を積

極的に実施し、取引の実態を解明する。．

なお、収用等の場合の特例適用に疑義がある譲渡事案に係る実地調査においては、公共事業施行者に対する

反面調査（事後監査）を積極的に実施する。• -------------------•- • ----・ • • --• --------• • ----------“-• ----• --• -• -• • •• • • • • • • • --• -----...... • •------------------• ----• ---• -=  • • ----- • ------------------- • --------------------------

i【留意事項】

iO 事後監査の結果については、「譲渡所得等の課税の特例に係る事後監査事績書」により決裁を了するととi
i もに、「令和＿事務年度 譲渡所得等の課税の特例に係る事後監査事績報告書」により局資産課税課（審査i

i 指導係）に報告することに留意する（資産税事務実施要領（第6章第10節）を参照する。）。 ： ’----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(3) 関連事案の連鎖的な調査

(4) 特官（機動担当）への支援要請

特官（機動担当）の支援を必要とする事案を把握した場合には、前記第1の5「(2)『機動調査要望連絡せん』

の活用」に基づき、支援を要請する。特に経験の浅い職員が行う調査事案等については、調査技法の伝承の観

点からも、積極的に特官（機動担当）による同行指導を要請する。

なお、調査時期等については特官（機動担当）と協議の上、決定する。

(5) 譲渡代金の使途調査

• • ·—· • -• ~ ̀・ —· • • • ·“ー·—· • • • ・“・ • • -• ・̀ ・ ・ ・ ・ ·—· --• ----• • • ・-• ·己~ • • “ • -• ・こ・ • • • • • • • □ • • ・““““・ ―̀ ―｀やーロー一皿“―“・ □ - -““ □ ·“ーロ— □ ““ □ •• • • • • • • - - --—ロ ー～一―--― □ ・ロローーロー―`““ □ • ・”・ーロ・ - -- ---—• --- --

i【留意事項】

I '塁:ロ"""""""'―“.......“―こ“―---“““““・ O □ ““・ --”--~―＾ー＾ーーーー＾ーー＾ー一―------――←い← ⇔い～ •—- ------`――ロ一ー・ --• -----• --------”---—ーー→ ⇔”~..........., _ __ : ____｀----
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• ---・ • -........... -・ • ・ • -・ • -...... --..... -•... _ _...........................に............................_.. _................. ------........ -----------------------------------------i 
:2 

[ ____ ~--------------······---·--------··-···-··ー一⇔．．．．．．．．．．．．＾．．一．．．．．←.．．．．．．．．．．．□ • • - -

(6) 消費税の同時調査

実地調査の対象者が消費税の課税事業者等であり、譲渡所得に係る消費税についても調査を要すると認めら

れる場合には、消費税の同時調査を実施する。

5 実地調査事績の起案

実地調査が完了した際は、前記第 1の7 「(9)修正申告等の勧奨等」の前に、 KSK譲渡所得システム又はKS
K株式譲渡者管理システムで起案入力を行い、「譲渡所得実地調査書」又は「株式等譲渡所得実地調査書」に調査

事績を整理の上、調査資料（作成及び収集した資料等）を添付し、調査後の処理区分（「要更正」、「事故」又は「是

認」）を明らかにした上で、調査事績の決裁を受ける。

なお、修正申告書等の提出後、 KSK所得税システムに調査事績の入力を行う。·-·--·-----··-------------·--·--·-··--·--·-····--·-----------------------·----·---·-------------·-----------·----------------·--·--------······-------·---······-··-----------··-··• 
{【留意事項】
:o 実地調査等事績は、「『令和7事務年度 実地調査等事績の入力要領』について」（別途連絡）に基づき、 Ki
i SK譲渡所得システム又はKSK株式譲渡者管理システムのほか、 ksk所得税システムにも入力する。 i ---・・--・・-・--・-・・-・・・・-・-・・--・-----・--・-・-・・・・・・--・・・・----・・-・-・・・・・・-----・-・--・-------・・・・・-・・・・・・・・------・---・-・・・--・-・・・-・-・------------・---------・・-----------------------・------

6 事務事績システム入力に当たっての留意事項

実地調査事案は、初回臨宅調査を行った日の事務事績を「事務事績入力（日別）」メニューから登録する際、「備

考3」欄に「初回臨宅」の文言を登録する。
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第5 山林所得

〇 調査対象事案の選定

(1) 実地調査対象事案の選定

(2) 実地調査の実施及び実地調査事績の起案

実地調査の具体的な実施方法及び調査後の処理は、前記第4の「4 実地調査の実施」及び「5 実地調査事

績の起案」に準じて行う。
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第6 報告事務

令和7事務年度の実地調査事務の調査事績等に係る報告は、別添「令和7事務年度資産税各税の実地調査事務

の調査事績等の報告等」のとおり適切に処理する。
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【参考】 相続税の事案区分等の概要

内容及び選定方法等

【実地調査】 （注2)
被相続人宅等に実地に赴いて行う調査事案
実地調査選定基準該当事案から調査優先度の高い事案を実地調査対象事案に選定
調査区分に応じた調査を実施
特別調査：
一般調査：特別調査、短期調査及び机上調査以外の事案
短期実地調査：

【机上調査（実地の調査以外の調査）】 （注2)

【実地の調査以外の調査】 （注2)

9_  

「相続税実地調査選定表（相続税申告審理表）」によって、 「実地の鯛査以外」と判定された事案

【行政指導】

「相続税の申告内容チェックシート」によって、 「事後処理（行政指導）」と判定された事案

KSKに審理区分を入力する際は、―実地調査で入力するーとともに、調査区分を「4 机上」とする。
税理士法第33の2の書面添付事案については、意見聴取時に自発的な見直しを要請する「行政指導」を実施
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（注）1 机上調査着手後に実地調査に移行する場合は、改めて事前通知が必要であることに留意する。
2 「調査結果の説明書」は部内で調査結果を整理するための資料であるため、納税義務者等に提示・交付する
ことのないように留意する。
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： ~ 

引継年月日
ヽ＇，，ダ， 9

令和 年 月 日

／ ~ ~ / ~ ~ 

順 方= 税 目
‘/  / 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

~ヽ

前任者

後任者
I ~ヽ／ ／ ／‘/ 

’ゞヽ ， ：、',' ! 

1
年~ ~ 分

． 

【別紙1】

早期要調査事案等引継表

（職名）

（職名）

※名理株式簿番譲号番渡を記は号載整 被相続人又は納税者

， 

（氏名）
印又は

サイン

印又は
（氏名） サイン

l 調、ヽふ 、ダ査:‘’ 担~ ヽ~． ：、‘ら 、／当／ ： ~ / / ~ ~~ ~ ／ ／ 者く、:~ /‘／ ~ ~ ~ / ~ ~ 「―― ~ ~ ~ ／、~ 、： --ヽ備考／ 継理由等） ． ＇（引~ヽ： ： ： 

： 

i口：’',、:'',,'•• ; 9 9 ・9 ,.,: , .::,,:¥, "・. ': , :99 ,, 9 :,] ・9・. .9 ' , : 9'9: 、・,:.:.-., i ,..,  

｝ 

〔共通（会議・事務計画等） 事務引継関係書類事 3年〕
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（作成要領）

〇 別紙2 「実地調査事案等引継表」を作成した事案のほか、更正・決定期限の関係等から翌事務年度当初にお

いて早期に処理すべき事案を記載する。

なお、別紙2 「実地調査事案等引継表」を作成した事案は、「実地調査事案等引継表」のタイトル下の項目「早

期要調査事案等引継表順号」から「調査担当者」までを複写し、本様式の「順号」から「調査担当者」に貼り付

ける。
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【別紙2】

実地調査事案等引継表

早期要調査事案等引継表ll鱈 税目年分名簿番号（株式譲渡は整理番号） 被相続人又は納税者 調査担当者

繰越理由及び調査経過（概要）

ー 是認相当と認められる事項

2
 
非違があると認められる事項

(1) 

(2) 

今後調査（解明）すべき事項3
 

(1) 

(2) 

1 調査（解明）できた事項

(1) 

(2) 

2 今後調査（解明）すべき事項

(1) 

(2) 

m
②
 

．
 

4
 
その他参考事項

〔共通（会議・事務計画等） 事務引継関係書類事3年〕
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（作成要領）

1 翌事務年度に実地調査事案等を引き継ぐ場合に作成する。

2 事案担当者は「実地調査事案等引継表」（以下「事案引継表」という。）を2部作成し、事案とともに担当統括官等へ

引き継ぐ。

3 作成した「事案引継表」は、 1部を事案とともに保管し、もう 1部は「早期調査事案等引継表」に添付する。

4 争訟が見込まれる事案については、「争点整理表」を作成し、引き継ぐこととしていることから、「事案引継表」には、

「争点整理表作成済」と記載し、その他の必要事項を記載する。

5 「区分」欄は、実調、事後等を記載する。

6 「早期調査事案等引継表順号」欄は、「早期調査事案等引継表」に記載した事案の順号を記載する。
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【別紙3】

ネガティブチェックシ

減額要素の検討 (RI Nに登載のない項目）

卜

年分 名簿番号

確認項目 チェック事項
□ 特定土地等（「特定地域等の判定」各表の地域に存する土地等）に該当し、減額とならない
（特定土地等に該当する場合、補正率を乗じているか確認（令和6年7月第6号資産評価官情報参照））

土 地 評 価 ※令和元年東日本台風（台風第19号）
課 ※ 令和2年7月豪雨

ii非上場株式の評価I：詞晋:i詞雷噂攣攣攣鯛篇贔閃雷‘
確認帳票等

評価明細書

路線価図等

調整率表

法人決算書

株評価明細書5表

※ 把握した減額要素は、 RINに入力して見込追徴税額を再計算し、調査優先度等を再検討する。

特定地域等の判定
！ 

［令和元年台風19号］ l ［令和2年7月豪雨］ ［令和6年能登半島地震］／ヽ ~ / /‘ ヽ ~ ／ ／ 

平成30年12月10日から令和元年12月31日までの間に相続等により 令和元年9月3日から令和2年12月31日までの間に相続等により 令和5年2月28日から令和6年12月31日までの間に相続等により
取得 取得 取得
※ 平成30年に取得したものでも、令和元年分の路線価に調整率を ※ 令和元年に取得したものでも、令和2年分の路線価に調整率を ※ 令和5年に取得したものでも、令和6年分の路線価に調整率を
乗じる 乗じる 乗じる

都累名 巾区●J村名 郡県名 市区町村名 l 都票ヽ名 市町村名

ー... 環；：i戸|、事磁―四辮叫l`1滉... 羹景：ぶ、!11！c•=：：：皿四町詣名§~t119^ ... -'畢S叫9i匹ー=蜘市,.1..... :1:::: .... 都日富山票名 1票内鐸 瞑這

宮釜山久古石慈田市市町市 富嬬恋市村 神奈川県 川相崎模原市市岩手県 群馬県

宮城累 県内全域 埼玉県 県内全域 新潟某 阿賀町

福島県 県内全域 千葉県 県内全域 山梨県 上野原市

茨城県 県内全域 長野県 県内全域

字底小足栃佐野山掛利木逗市市市市市巾 東京都 大檜世／あ日＼王の原田田き区谷子村る出区市野町市
伊伊曲豆豆曲市の●j国市栃木票 静岡県

那戌須本烏9J山市
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減額要素の検討（令和7年7月から RI Nに登載した項目）
ック事項

地積規模の大きな宅地の評価に該当し、減額とならない （タックスアンサーNo.4609参照）

※ 三大都市圏においては500ポ以上、三大都市圏以外の地域においては1,000ポ以上の地積の宅地

※ 共有地の場合は共有地全体の地積で判定する

口 容積率が400％未満（東京都特別区は300％未満） 口 普通住宅地区又は普通商業・併用住宅地区

口 市街化調整区域（都市計画法34条10号又は11号開発行為可の区域を除く）以外の地域

口 都市計画の用途地域が工業専用地域に指定されている地域以外の地域

課 口評価の対象となる宅地等が倍率地域にある場合、大規模工場用地に該当しない土地

□ | | 1価明細書上の計算は適切か （口 路線価誤りなし、口補正率誤りなし、口 借地権等各種割合誤りなし）

格非上場株式の評価 □ 株主、評価方法、会社規模、特定の評価会社の判定は適切

確稔項目

土地評価

確認帳票等

評価明細書

登記事項証明書

測量図等

自治体ホームページ等

路線価図

評価明細書・路線価図等

株評価明細書1表・ 2表

現金預金

I口 贈与税額控除の適用漏れなし ［ ：：：：：；；；：以内贈与加算）J I 1こ：二の2•申告書第11 の 2 表 I 

追
徴
税
額

各種控除

口 未成年者控除の適用漏れなし

口 障害者控除の適用漏れなし

※ 引き切れない部分の金額をその未成年者（障害者）の扶養義務者の相続税額から差し引く

※ 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、 3親等内の親族のうち一定の者をいう

口 相次相続控除の適用漏れなし

※ 把握した減額要素は、 RINに入力して見込追徴税額を再計算し、調査優先度等を再検討する。

申告書第6表

戸籍謄本等

障害者手帳等

申告書第7表・先代の相続税申告書等
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（相続税・贈与税・譲渡所符・

二
確 認 者

1,___ 
実地調査処理進

署長 副 署長

ち よ

月

□
v
 

月吋
|
|
L
伏

月i
_
l
況

月|
|
—
表

月.

.

.

 

日月S

I

表

月a

I

括

月ー

総

月

[

l

-

日

／

’

ー

＼

【別紙4-1】

日1月
日 月 日 月 日

ヽ
~

＼砕

J要調査件数の状況 完了事案の状況 、未済事案の状況

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦調査着手済の未済件数 ⑨ 
摘 要

繰越指令担当者の要調査 当月 累積 ⑧ 調査 ・( ⑧，の 事 案 名 等 を 記 載 す る ） 

変更による件 数 完了完了 着手後未着手

件数件数件 数（①＋②—③) 件数件数 3か月経過件 数

件 件 件 件 件 件 件 件 件

7月

8月

9月

10月

11月

12月

上期計 ＇ I ／ ／‘/少：／ ~ 

1月
~ 

2月

3月

4月

5月

6月

下期計 ｝ | 
し、： ： 

合/計‘ | 

（共通（会謡・事務計画等）

（資3-5-1 -1 -A4) 
事務計画及び実績関係害類 事5年〕 58



【別紙4-2】

0部門 ［三召 l 
実地調査処理進ちょく状況表

（名簿（整理〕番号）
申告額 調査額 増（減）差額 延滞税等の説明 調査書と修正

当初見込 事案交付意見聴取 調査着手
処理区分

処分等の 修正申告等 又は調査結果の
等との照合

時価額等年月 日年月 日年月．日 謀税価格 課税価格 謀税価格 内容 の収受方法お知らせ発送
順 氏名（被相続人名）

調日 査数
又は譲渡 又は譲渡 又は譲渡 年月日

確認年月日
処総理括認完統印了括官確 徴照又合定は年票管照理月合栗日（取引）価額 （取引）価額 （取引）価額

号 処理 合計 加算税の区分 しょうよう• 関係書類の

年始分又年は相月続開日 選定茄郡 同上の 調査指令事前通知 （決裁） 納所付得税額金又額は 納所付得税額金又額は 納所付得税額金又額は
提出又は

提出時の
修正申告等の 借用の有無

番号 修正額 日数 年月日 通知年月日 提出の意思確認
年月日 加算税額 同席の有無 返却年月日

（ （ 〕） 千円 要・否 El 千円 千円 千円
そ郎の送他 ・署内 延滞税等 確認 • • 

．． 

要 更 正 修更正正・・期決限後定 .. 徴定・管粟
お知らせ

1 
千円 臼 無・過少・重 千円 千円 千円

‘ヽ

有・無有・無 納税者・ll!llJ.税班士

千円 （ ） 

（ 〔 〕） 千円 吸・否
， 千円 千円 千円

そ郭の送他 ・署内 延描税等
確認 ・・

.. 
要 更 正 修正・期限塁 ．． 徴定・管票

更正・決 お知らせ

2 
千円 日 無・過少・重 千円 千円 千円 有・無 納名•関99税現士 有・無

千円 （ ） •‘ 

（ 〔 〕） 千円 要・否 日 千円 千円 千円
そ郎の送他 ・署内 延滞税等 確認 ． ． 

.. 
要 更 正 修更正正・・期決限後定 ．． 徴定・管粟

お知らせ
3 

千円 日 無：過少・童 千円 千円 千Fl 有・無 紐者•閲ff税9JI士 有・無

千円 （ ） 

（ （ 〕） 千円 要・否 9, 千Fl 千円 千円
そ郎の送他 ・署内 延滞税等

確認 ・・

．． 

要 更 正 修更正正・・期決限後定 ．． 徴定・管粟
お知らせ

4 
千円 El 無・過少・直 千円 千円 千F1 有・無 納税者 •OO与税耶士 有・無

千円 （ ） 

（ 〔 〕） 千円 災・否 日 千円 千円 千円
そ郎の送他 ・署内 延滞税等

確認 ・・

．． 

要 更 正 修更正正・・期決限後定 .. 徴定・竹屎
お知らせ

5 
千円 ， 無・過少・直 千円 千F 千円 有・無 納税者•関ゲ税踵士 有・無

千円 （ ） 

（共通（会蹄・事務計画等） 事務計面及び実綾関係書類 事 5年〕
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【別紙5】

実地調査事案の進行管理表（ ） 
事案署・

職業 調区ヽ／‘/ ~、 、査分
特事 選案

，臨宅日 .. : /‘  

年 分 名簿番号 事案名
I,,-,,-

再臨宅日（前・．元）
．． I （・・）

＇ 

／ ~ 

~ :9 ^ / ; /‘:  / 

|再臨宅日OB・非OB (0支部）
意 g ロ該当 ．． 

関 与

I 
住 所

税理士 OB・非OB (0支部） 聴 ロ非該当 I完了予定I ．． :,;,,', ; 

≪要調査項目等≫

要調査項目1 要調査項目2 要調査項目4

（解明結果） （解明結果） （解明結果） （解明結果）

≪事案の交付状況≫
/‘ 

事案交付 担当者 回収．． ．． 

事・回案収の・交引継付再交 付 .. 担当者 再回収

再—交 付 ．． 担当者 再回収 ．． 

特
記
事
項

≪進行管理≫

I ̀  
日付

月万百

贋ロコ四仁寸
日1月／日月日月／日

復命内容 三日月／日月／日

〔共通（会議・事務計画等） 事務計画及び実績関係書類 事5年〕60



【別紙6-1】

調査着手等連絡せん
事案署：

税 目i相続税1年 分 名簿番号 33の2 調査区分I 特選事案

氏
被相続人

住

名
一
所

（
 

続
日
、
、
、
、
~

始

•
'
~
~
~
、

~
/
~
/
t
/
、
/

相
開

蹴 職業

団体名称

関与税理士名
OB・非OB1 | (0支部）
役職

OB・非OB 1 | (O支部）

申告状況 （千円ヽヽ ） 

取得財産価額

精算課税価額

債務葬式費用

純資産価額

贈与加算価額

課税価格

納付税額

不動産

取 同族株式

得
上記以外株式

財
産
現金預貯金

内
訳
生保・退職金

その他財産

調査通知I
（要調査事項）

R.. 着手予定日 R.. 担当者 同行者

（備考）

日受収
局
劉
理

R.. 
発生

整理簿
処理

．． 
．． 

R
-
R
 

課
日

係
絡

関
連

．． 
．． 

R
-
R
 〔共通（その他） 軽易な事項に係る意思決定又は確認を行うための書類 事1年〕
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【別紙6-2】

事案署

税 年分

納税

竺
名

所

関与税理士名

、、 ， 
（千円）申告状況

課税価格

非課税適用金額

暦
年 基礎控除額
分

税額控除額

差弓1税額

課税価格

精 基礎控除額
算
分 特別控除額

差引税額

納税猶予額

贈与税額

調査通知

（要調査事項）

R.. 

調査着手等連絡せん

名簿番号 整理番号

（ 
歳）年申 月 告日

職 業
R.. 

I団体名称
OB・非OB I 役' 1 (0支部）

職等
OB・ 非OB I I (0支部）

着手予定日I R.. 1担当者

、33の2

同行者

（備考）

受日 、R..
発生

整理簿
処理

．
．
 
.
.
 

R
-
R
 

課
日

係
絡

関
連

．
．
 
．
．
 

R
-
R
 

〔共通（その他） 軽易な事項に係る意思決定又は確認を行うための書類 事1年〕
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【別紙6-3】

事案署

譲渡所得区分1土地等譲渡所得
氏名

納税者
住所

関与税理士名

調査着手等連絡せん

名簿番 整理番号

（ 

百
職、

月
R.. 

OB・非OB I (0支部）

役職
等| (0支部）OB・非OB I 

33の2

／ ／ 

（千円）申告状況

譲渡価額

取得費

譲渡費用

買換資産の取得価額

収入金額

保証債務額

特別控除額

譲渡所得金額

その他の収入金額

その他の所得金額

所得税額

調査通知

（要調査事項）

R.. 着手予定日 R.. 者
~•‘ ~: 

ヽ
~
／

~
~
、
、

~
~
 

当
：
~
、

/\~ 

／

／

 

v

/

 

~
~
 

~•‘ 

日一手 同行者

（備考）

受日 R.. 
発生

整理簿
処理

．
．
 
．
．
 

R
-
R
 

課
日

係
絡

関
運

R.. 

R.. 

〔共通（その他） 軽易な事項に係る意思決定又は確認を行うための書類 事1年〕
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重要事案審議会事績書（相続税）
【別紙7】

1開催年月日 ェ ＝ 調 日当考 目 着手年月日 R.. 
署副徴資資審担 1.実地調査事案の処理 4.再調査の請求事案の処理

R.. 署ーーニ理当 2.重加算税の賦課の適否 5.その他（ 調査日数
長長統統統担者 3.取扱い等に疑義のある事案の処理

被 氏名 （歳） 相続開始日 R.. □酷璽 当初田酉覇調査 瑠減差額重百□苅匿璽 ＼早位：十円・
相

続
住所 土地 財産債務調書

人 職業 （声）I 家屋・構築物

相 氏名 別紙相続関係図のとおり（計0名） 事業用資産 国外財産調書

続 住所 ／ 申告年月日 R.. 同族会社株式等

人 職業 ／ 申告区分 上記以外株式 過少 悶告
加算額

関 醤 I I 公社債•投信等
与
税 悶 現金預貯金等 無加算申税額舌

理
生金命等保険金・退職

士 役職等 (00支部） (00支部）

過去 3年間の所得状況 争議点・上整理申票の ＇ その他 重加算税額

所得区分 年う 年夕 年9 税せ理ん士等惜報提供 合計額 (A)

＇ 利子所得
千円 千円 千円 調ん査概況等連絡せ

I 精の算価課額税(適B)用財産 加算税計

配当所得
債務葬式費用 (C)

~ ／ 

不動産所得
b 

•、/

事業所得 等租税連絡回避せんスキーム 算3年額以(D内)の贈与加
追徴額計

給与所得 c: (a+b) 
退職所得

国際取引連絡せん 課+税D)価格(A+B-C

譲山渡林所所得得
資料収集事績 枚’ 相続税の総額 納付見込

一時所得
雑所得

資料活用事績 枚 税額控除
I 

書資料の活回用付事績回報
ヽ~

計 納税猶予税額 争訟見込

連携調査の相手先 署（部） 部門（課） 納付税額 a 

〔共通（会議・事務計画）重要事案審議会事5年も4



重
要
事
案
審
議
会
事
績
書
次
葉

事実関係 . ~ 

1 要調査項目
(1) 
(2) 

2 調査経過
(1) 
(2) 

3 調査結果
(1) 
(2) 

重加算税を賦課する場合の仮装・隠蔽の事実（行為者、仮装、隠蔽の具体的内容等）

担当者の意見
： 

納税者又は税理士の意見、／

- ^ 

（関係法令等） 審理担当者の意見
． 
． 

審議過程及び指示事項
一

~ ~ 

／ ／ 
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【別紙8】

税 目 年分 l名簿番号 （株式等譲渡所得は整理番号）1 氏 名

・
~
~

資
産
税
関
係
事
案
処
理
状
況
チ
ェ
ッ
ク
表

/‘ 

、／
‘‘ 項~ ~ /： // ： ~‘‘ / ． | ／ 面／／ ~ ~ ~ 接 ／ ~ ／者~ / /： ‘ ： ： さ、／、： ／ ／‘ / ~ ~ ~ ~、 ： 理ヽ／ /／ ; ＼ヽ ~ ~ /~‘ ヽ ウ,／、・‘.／・／‘、:、~の/ ~、 ヽ~ ／ ~ヽ~し 況 •一 l実施確認

実施年月日
I 

事 1 処等状 l担当者統括官． 
、~ヽ 再調査の確認 （注）以下、網掛けは「調査手続チェックシート」参照。

一
〉;、:/‘~ : ／ ヽ~

実施日時： 年 月 日 時 分～ 時 分

RO・ 0 • 0 関与税理士から意見聴取 実施場所： 口 口

． 実施しない場合の理由（ ） 

滞納状況の確認
総括統括官へ滞納状況の確認を依頼：滞納税額（口あり・ロなし）

口 ロ
「あり」の場合は「納付指導連絡せん」を徴収部門へ回付

納税地の確認 納税地の確認 D 口
~ ~ /‘ 

調査通知・事前通知 ． ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ＜ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

／ ／ ／ ~、

臨宅時の現物確認調査の明示の承諾
同意者氏名： ロ ロ

税理士の同意（口あり・ロなし・ロ立会いなし） ロ ロ

立会人 ： 

現物確認調査の状況 ． 確認場所： ロ 口

対象物件：

反面調査時の現物確認調査の明示の承諾
同意者氏名： ロ ロ

税理士の同意（口あり・ロなし・ロ立会いなし） ロ ロ

その他の現物確認調査の明示の承諾
同意者氏名： ロ ロ

税理士の同意（口あり・ロなし・ロ立会いなし） ロ 口

データの持ち出し及び持ち込み 事前許可（口持ち出し・ゴ寺ち込み） ［コ 口

ベ
提出物件の留め置き・事前通知事項以外の事項に係る質問検査等

一

非違内容等の説明 納税者等への説明： 年 月 日 口 口

争点整理表による検討•更正決定等をすべきと認められない旨の通知書の送付・調査結果の内容の説明等 ｝ ｝ む

予納の利用勧奨 「予納制度を利用した納税のご案内」を交付して利用勧奨 口 口

修正申告書等のe-Taxによる提出の勧奨 税理士に「税理士の皆様へ 相続税e-Taxをご利用ください」を父付して利用勧奨 ロ ロ

本税・加算税・延滞税の納付しょうよう ロ ロ

本税額等の納付しょうよう 「延滞税のお知らせ」を利用した延滞税の納付しょうよう（ 口あり・ロなし） ロ D 

なしの場合の処置（ ） ロ D 

更正・決定期限の確認
施行予定日： 年 月 日

ロ 口
臨時施行の要否（口要・ □否） 臨時施行日： 年 月 日

加算税の加重措置の適用要否の確認等 加重措置の適用要否（ゴ要・ロ酎 ロ ロ
一~

施行予定日： 年 月 日 口 ロ
加算税の賦課決定期限の確認

臨時施行の要否（口要•四酌 臨時施行日： 年 月 日 ロ ロ

課税処理等の連絡 調査対象者について「納付指導運絡せん」で課税処理等を徴収部門へ連絡 ロ ロ

課税処理の状況等

納付状況の確認
督促状発付前の納付状況確認（口納付済・ロ未納） Iロ ロ

確認結果は「納付指導連絡せん」で管理運営部門に連絡 ロ ロ

〔共通（届出・整理簿等） 調査事務関係書類 事7年枇



資産税関係事案処理状況チェック表（付表）
《通常の場合の申告》

ヽ~

処分内 I 相続の開始があったことを知った日 I例税目 容等

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 ・法定申告期限
法定申告期限

令和6年6月10日【平成・令和 年 月 日J

法定申告期限の翌日から5年を経過する日

相
決定・増額（減額）更正

本税 【令和 年 月 日］
続

根拠条文
・法定申悶限経の過翌す

税 通法70①- 日から5

法定申告期限の翌日から5年を経過する日
る日

賦謀決定
【令和 日］ 令和11年6月10日加算税 年 月

1根拠条文 通法70①三

税目 処分内容等
謀税年分

／令元 令2 令3 ウ／／；／ 令~4、ヽ／ 令 5 命6 令71令8
法定申告期限 令2.4.16 令3.4.15 令4.3.15 令5.3.15 令6.3.15 令7.3.17 令8.3.161令9.3.15

決定・増額（減額）更正 令8.4.16 令9.4.15令10.3.15令11.3.15令12.3.15令13.3.17令14.3.16令15.3. 15 
贈 本税
与 i根拠条文 相法37①ー、：：：、通令3② （令元・令2)
税

賦課決定 令8.4.16 令9.4.15 令10.3.15令11.3.15令12.3.15令13.3.17令14.3.16令15.3.15 
加算税

1根拠条文 相法37①三、通令3② （令；；；．令2)

法定申告期限 令2.4.161令3.4.15 令4.3.15 令5.3.15 令6.3.15 令7.3.17 令8.3.16 令9.3.15 

譲 決定・増額（減額）更正 令7.4.16 令8.4.15 令9.3.15令10.3.15令11.3.15令12.3.17令13.3.16令14.3.15 
渡 本税

1根拠条文 通法70(j)一、通令3② （令；；；・令2)
所
得 賦課決定 令7.4.16 令8.4.15 令9.3.15 令10.3.15令11.3.15令12.3.17令13.3.16 令14.3.15
加算税

i根拠条文 通法70c三、通令3② （令元・令2)

;:、：；；玉言王、長：》のあった日I平30]竺言，10̀9 11令；；；．9?悶、72 | 
相
続
税

贈
与
税

「根拠条文

三ご正
措法69の80ゆ

令7.8.11 ~.6 

通法70(j)-

令7.8.11--「―令8.5.6 

通法70①=

法定申告期限

1三ご
平成31;:]でI，;37:7 2 

措法69の8③⑭

令8.8.11-= 令9.5. 6 

旧相法36①ー、ニ

令8.8. 11 上＿
旧相法36①三

令9.5. 6 

注1 更正決定等期限が、土日及び祝日等に当たるときであってもこれらの日が更正決定等期限となることから、前日までに軍爪渭i句書等を相手方に送遠することに留意する。

2 所法122条に規定する還付請求申告書の湯合の更正決定等期限の起算日となる法定申告期限は次のとおりとなる頃i法7関）一、通令29①).
① 還付請求申告書の提出がある場合
還付請求申告書を提出した日
② 還付請求申告書の提出がない場合
還付金がなく納付すべき税額があるものとした場合における法定申告期限

3 偽りその他不正の行為があった場合の更正、決定及び加算税の拭謀決定は、この一覧表の期限によらず法定申告期限から7年を経過する日まですることができる（通法7偲う一～二、相法37④)。

4 令和2年4月1日以降法定申告期限到来分の国税に係る賦謀決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた納税申告書の提出に伴って行う無申告加算税（自キ期限祐申倅に係るキ9(J)に限，，，^ ）の賦謀決定は、この一覧表の
期限によらず当該納税申告書の提出があった日の翌日から3月を経過する日まですることができる（通法）災り、相法3)③）。

5 国外転出時謀税（所法60の2①～③）、国外転出（贈与）時謀税又は国外転出（相続）時謀税（所法60の3①～③）の適用を受けるときは、納税管理人の届出及び税務代理権限証書の提出がある場合や、贈与者が引き続き国内に居住し
ている場合等（通法）0⑤三、通令29G粉を除き、その更正、決定及び加算税の賦謀決定は、この一覧表の期限によらず法定申告期限から7年字絆渦する日まです，，，ことがで去る（通法）O@三）。

6 新型コロナウイルス感染症や災客等により、申告等の期限について個別延長申請（通令3③)がざれた場合の更正、決定及び加算税の賦謀決定は、この一覧表の期限によらず延長された申告期限から5年（相続税及び譲渡所
得）又は6年（贈与税）を経過する日が期限となることに留意する：
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【別紙9】

税務署

統括国税調査官殿

特別国税調査官

機動調査事績回報書

1 非違が認められた者

閾
2 非違の内容

l調査対象者: : 歳〖［：戸

3
 
見込み増差額
年分1 名簿I

調査前の金額調査後の金額増差差額うち不正分ゞヽ

譲渡価額
^ / < 

得＇費取
／ ~ 

譲渡費用

、／

収入金額
、~‘、 保証債務

特別控除

譲渡所得

税
/ ~ ~ / /‘ 

，＇，、：，額，

，年分1 ！名簿I
| 調査前の金額調査後の金額I増差差額 うち不正分
| 
譲渡価額

I 取得費

譲渡費用

I l収入金額
保証債務， 
I特別控除

i 

＜ 

I譲渡所得
I 税 額

【機動調査の対象者】

冒 l調査対象者［日 日理番 号
業

〔共通（報告関係）I 報告関係書類 事5年〕l 
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資産課税課監理5係御中 税務署

【別紙10】

令和0年0月0日

統括国税調査官

機動調査要望連絡せん

譲渡所得区分I土地等譲渡所得

二関与税理士名
1 年分 I 厄簿番号 整理番号 ―― 

ふ

□
、
、
-
―ー‘-

2
 
の33 

ー
＿-
‘
-
―
_
-
‘
:
 T
 

歳） ［申土
年月目I R • • 
／‘~勺、~ ／‘‘/ / / ~ :‘~ : :、、

三等：：：：： ： 
冒

OB・ 

申告状況 （千円）

譲渡価額

取得費

譲渡費用

買換資産の取得価額

収入金額

保証債務額

特別控除額

譲渡所得金額

その他の収入金額

その他の所得金額

所得税額

容

日

み知
込

内号

百

’

概

，

i

萌

理

由

一

ー

量下
部門

部門 ー：見込追徴税額（千円）

．
 
備
考

※「事績書」及び「内訳書」の写し等、参考となる資料を添付する。 〔共通（届出・整理簿等） 調査事務関係書類事7年〕

69 



【別紙11-1】
（差置き用）

碑絡倖輯寧

（住所又は居所）

（氏名）

様一

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとうご

ざいます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の

令和●年●月●日

●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行うために、本日午●●時

●分にお伺いしましたが、お会いできませんでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、 r2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙11-2】
（差置き用）

違絡似束頁莫莫

（住所又は居所）

（氏名）

様一

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとうご

ざいます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行うために、●月●日付「連

絡依頼票」により、●月●日までに下記担当者宛てに御連絡くだ

さいますよう依頼しましたが、本日まで御連絡をいただいており

ません。

また、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いできませ

んでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

なお、御連絡いただけない場合には、事前通知を行うことなく

調査を行う場合があります。

令和●年●月●日
■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙11-3】
（差置き用）

迪絡似頓寧

（住所又は居所）

（氏名）

様＿

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとう

ございます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行うために、本日午●●時

●分にお伺いしましたが、お会いできませんでした。

また、●月●日付及び●月●日付「連絡依頼票」により、調査

の事前通知を行うために、下記担当者宛てに御連絡くださいます

よう依頼しましたが、本日まで御連絡いただいておりません。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

なお、御連絡いただけない場合には、事前通知を行うことなく

調査を行う場合があります。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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「連絡依頼票」（差置き用）の記載要領

【使用目的】

統括官等は、電話による事前通知が困難であると判断した場合には、調査担当者に別紙11-1~3「連絡依頼票」（差

置き用）を調査対象者の自宅又は事業所に差し置くよう指示する。

【文言の変更】

次の文言については、事案に応じて例示のように加除訂正の上、使用する。

「相続税（被相続人 ●●●●様の●年●月●日相続開始分）」

（例示）

⇒「令和●年分の贈与税」

「令和●年分の申告所得税（及び復興特別所得税）」

「下記担当者宛てに御連絡くださいますよう依頼しましたが、本日まで御連絡をいただいておりません。」（別紙

11-2~3中段）

（例示）

⇒ 「下記担当者宛ての御連絡を依頼し、あなたから●月●日に電話連絡をいただいた際に、調査通知を行い調

査の日程調整を依頼しましたが、本日まで日程調整に応じていただいておりません。」
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【別紙12-1】
（郵送用）

這 絡倅頓霙

（住所又は居所）

（氏名）

様一

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとう

ございます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行いますので、お忙しいと

ころ誠に恐れ入りますが、●月●日までに下記担当者宛てに御連

絡くださいますようお願いします。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙12-2】
（郵送用）

違麟似束頁寧

（住所又は居所）

（氏名）

壁

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとう

ございます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行うため、●月●日付「連

絡依頼票」により、●月●日までに下記担当者宛てに御連絡くだ

さいますよう依頼しましたが、本日まで御連絡いただいておりま

せん。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

なお、御連絡いただけない場合には、事前通知を行うことなく

調査を行う場合があります。

※ 既に下記担当者宛てに御連絡されている場合は、大変申し訳ありませ

んが、「連絡依頼票」が行き違いになったものと思われます。

令和●年●月●日
■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙12-3】
（郵送用）

違 糸各侶史 東頁巽匡

（住所又は居所）

（氏名）

様一

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとう

ございます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知のために、●月●日付及び●

月●日付「連絡依頼票」により、下記担当者宛てに御連絡くださ

いますよう依頼しましたが、本日まで御連絡いただいておりませ

ん。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

なお、御連絡いただけない場合には、調査の事前通知を行うこ

となく調査を行う場合があります。

※ 既に下記担当者宛てに御連絡されている場合は、大変申し訳ありませ

んが、「連絡依頼票」が行き違いになったものと思われます。

■■ 税務署
令和●年●月●日 担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の竃話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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「連絡依頼票」（郵送用）の記載要領

【使用目的】

統括官等は、納税地等が遠隔地にあるなどの理由により「連絡依頼票」（差置き用）を調査対象者の自宅又は事業所

に差し置くことが困難と判断した場合には、別紙12-1~3「連絡依頼票」（郵送用）を納税地等に郵送する。

【文言の変更】

次の文言については、事案に応じて例示のように加除訂正の上、使用する。

「相続税（被相続人 ●●●●様の●年●月●日相続開始分）」

（例示）

⇒ 「令和●年分の贈与税」

「令和●年分の申告所得税（及び復興特別所得税）」

「下記担当者宛てに御連絡くださいますよう依頼しましたが、本日まで御連絡をいただいておりません。」（別紙

12-2~3中段）

（例示）

⇒ 「下記担当者宛ての御連絡を依頼し、あなたから●月●日に電話連絡をいただいた際に、調査通知を行い調

査の日程調整を依頼しましたが、本日まで日程調整に応じていただいておりません。」

77 



【別紙13-1】
（初回・ 2回目臨場用）

碑絡寧

（住所又は居所）

（氏名）

様一

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会

いできませんでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

（●）午●●時●分ごろ、再度お伺いする予定ですので、申告の基

になったすべての帳簿書類等を提示し、調査に応じてくださいます

ようお願いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡

くださいますようお願いします。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内

にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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碑絡寧

（住所又は居所）

（氏名）

様

あなたの相続税（被相続人●●●●様の

【別紙13-2】
（独自調査宣言用）

●年●月●日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いでき

ませんでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日（●)午•

●時●分ごろ、再度お伺いする予定ですので、申告の基になったすべての帳

簿書類等を提示し、調査に応じてくださいますようお願いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡ください

ますようお願いします。

また、●月●日及び●月●日付「連絡票」により、下記担当者まで御連絡

くださいますようお願いしていましたが、現在まで御連絡いただいていない

ことから、当方で調査を進めさせていただきます。

令和●年●月●日

■■ 税務署
担 I資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 
（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内
にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙13-3】
（独自調査宣言後）

違絡寧

（住所又は居所）

（氏名）

様一

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いできま

せんでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日（●)午●

●時●分ごろ、再度お伺いする予定ですので、申告の基になったすべての帳

簿書類等を提示し、調査に応じてくださいますようお願いします。

なお、令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応

じてくださいますようお願いしましたが、現在まで、あなたからの連絡は

ありませんでした。

そのため、当方で引き続き、調査を進めさせていただきます。

令和●年●月●日

■■ 税務署
担 I資産課税第 部門

当

者

・（電話） 000-000-0000 
（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内
にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙13-4】
（調査結果説明用①）

迪絡寧

（住所又は居所）

（氏名）

様一

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いで

きませんでした。

令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応じてい

ただくようお願いしましたが、応じていただけないため、やむを得ず署独自

に調査を進めさせていただきました。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の結果を説明い

たしますので、令和●年●月●日（●)午●●時ごろ、当署資産課税部門

までお越しくださいますようお願いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡ください

ますようお願いします。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙13-5】
（調査結果説明用②）

碑糸各鶏匡

（住所又は居所）

（氏名）

様一

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いで

きませんでした。

令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応じていた

だくようお願いしましたが、応じていただけないため、やむを得ず署独自に調

査を進めさせていただきました。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の結果を説明いた

しますので、令和●年●月●日（●)午●●時ごろ、当署資産課税部門までお

越しくださいますようお願いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡くださいま

すようお願いします。

また、お越しいただけない場合には、調査結果の説明に応じる意思がないも

のとして、更正処分を行う場合があります。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙13-6】
（更正決定処分用）

璃絡夏

・ （住所又は居所）

（氏名）

様一

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いで

きませんでした。

令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応じていた

だくようお願いしましたが、応じていただけないため、やむを得ず署独自に調

森を進めさせていただきました。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の結果を説明いた

しますので、令和●年●月●日（●)午●●時ごろ、当署資産課税部門までお

越しくださいますようお願いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡くださいま

すようお願いします。

また、お越しいただけない場合には、調査結果の説明に応じる意思がないも

のとして、更正処分を行うことになります。

令和●年●月●日

■■ 税務署
担 I資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 
（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内
にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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「連絡票」の記載要領

【使用目的】

① 別紙13-1 「連絡票（初回・ 2回目臨場用）」

事前通知を要しない調査として臨場し、調査対象者が不在の場合には、別紙 13-1 「連絡票」（初回.2回目臨

場用）」を納税地等に差し置く。

※ 当該連絡票を差し置くことにより、「事前通知を要しない調査」に着手したことになることに留意する。

② 別紙13-2「連絡票」（独自調査宣言用）及び別紙13-3「連絡票」（独自調査宣言後）

上記①による差し置きを2回実施しても調査対象者から応答がない又は調査協力が得られない場合には、別紙13

-2「連絡票」（独自調査宣言用）を納税地等に差し置き、取引先に対する反面調査等の独自調査を開始する。

また、独自調査開始後も、調査対象者から応答がない場合には、別紙 13-3「連絡票（独自調査宣言後）」を納

税地等に差し置く。

③ 別紙13-4「連絡票」（調査結果説明用①）及び別紙13-5「連絡票」（調査結果説明用②）

調査結果の内容の説明を行うに当たり、調査対象者と連絡が取れない又は調査対象者が調査結果の内容の説明に

応じない場合には、別紙13-4「連絡票（調査結果説明用①）」を納税地等に差し置く。

それでもなお、連絡が取れない等の場合には、別紙 13-5「連絡票（調査結果説明用②）」を納税地等に差し置

④ 別紙13-6「連絡票」（更正決定処分用）

上記③を実施しても、調査結果の内容の説明が困難である場合には、別紙 13-6「連絡票（更正決定処分用）」
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を納税地に差し置く。

【文言の変更】

次の文言については、事案に応じて例示のように加除訂正の上、使用する。

「相続税（被相続人 ●●●●様の●年●月●日相続開始分）」

（例示）

⇒ 「令和●年分の贈与税」

「令和●年分の申告所得税（及び復興特別所得税）」

・ 「更正処分を行う場合があります。」（別紙13-5~6下段）

（例示）

⇒ 「決定処分を行う場合があります。」

「更正処分及び決定処分を行う場合があります。」
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【別紙14】
実地調査事案の事務処理フロー（準備調査から調査着手）

納税者等の状況確認・調査通知 1 日円見整日及ま均事』t通知・ 調査着手

調査実施困難 必の納税 ;詞、

正調 性等 ロ
要者 拒否 ＇ 日

当査 ニを・ラに ＾ 
事実 説調 応諾 ；； 塁且

納由施明査 調

税のが 詞場調 査
無要 者 有困 査接税 可 査所整 事＾ 着
予調 等竺無難 を融理 通1J)及 案事 手

フ告査 の月IJ で 実す士 着 知 調び : 案
口讀項 状連 ぁ 施るや手 蓋事 晶
I 査目 況絡 る でtd;一 時 を前

のの を こ有きど部覇 含通 占
図筵念 聴 と る‘のの不可の、 §知 謂を
討査取 ,_力方納後 ヽ~

つ 法税 倒

い で者 ： ．、と心て 調に

＾ 困難な事象の解消9 ●,...,..,.,.........9●9●● 9● 9 j {........................................................... .. 

網 '--------•臼ー------1 1-----------～螂~岬------——-, 『---•---------—-----------·—--―’
： 【要調査項目の念査】 ：： 【調査拒否】 ：： 【日程調整及び事前通知】

掛 ！・ 評価及び資料情報を念査 ： ：・ 再三の説得を行ったにもかかわらず調査に応じない ！ ：・ 臨宅調査を予定していない事案であっても、 ： 品i : 要調査項目を的確に抽出 ！ ： 場合、関与税理士に対し納税者と直接連絡を取る旨を ： ！ 調査の状況によっては被相続人宅等への臨場 ！ 
： ・ 減額要素の有無を確認 i! 宣言して調査着手することを検討 ： ： が必要となる場合がある旨、納税者等に説明 ： 

分 し----------＿＿＿」！・ 調査通知後は、調査着手前に反面調査の実施を検討 ！し------------------------―-------------ー-----'
へ 「----.----―-------------!:※ 反面調査を実施した場合、調査着手までに事前通知 ： 9—--------}•----------------•--`“-------------•--
： 【無予告調査の検討】 i： を行う ：： 【事前書面照会・反面調査を実施】 ： 
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【別紙15-1】

番号
9 9 

T 令和＿＿年＿月＿日

住所

氏名

税務署長

相続税の調査に当たっての事前の確認について

税務行政につきましては、日頃から御協力をいただきありがとうございます。

先日、調査担当者から御連絡させていただいておりますが、 年 月

日にお亡くなりになられた 様の相続税申告に係る税務

調査を 年 月 日から行うこととしています。

つきましては、お手数ですが、税務調査に係る時間の短縮を図るため、当Hの税務
調査に先立ちまして、別紙の事前の確認事項をお分かりになる範囲で記載いただき、

月 日（ ）までに御回答をお願いします。

| ：産課税□当）部： I 
電話

※ 自動音声案内による番号が流れた場合は、「2」を押してく

ださい。
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【別紙15-2】

被相続人に関するお尋ね

令和年月

次のとおり回答します。

日に亡くなった （以下、「被相続人」といいます。）について、

1住所移転状況（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

年 月～ 府・県 町・村
（マンション名等があれば記載してください｝

都・道 市・区

年 月～ 府・県 町・村
9マンション名等があれば記aしてください）

都・道 市・区

年 月～ 1 府・県 町・村
（マンシン名等があれば記載してください）

2 職歴（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

3 趣昧し好等

口収集（書画・骨とう・貴金属・その他［

回） ［渡航国：

回） ［場所

］ 口その他（ ） 

］ 

4 被相続人が生前に親族等から相続によって取得した財産等について

口不動産

（続柄： )1口上場株式 干Pl ロその他
（ 

口その他の株式
（非上場を含む） 干Pl 口債務

口現金・預貯金 千Pl

年 月 日

5 病歴等（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

口本人 口振込

~I 1口相続人（ □現金
ロその他（ ） 口不明

口本人 口振込

~I I口相続人（ 口現金

口その他（ 口不明

口口 持賃家貸

口口 親施設族（宅老人ホーム等）

口持家
口賃貸

口口 施親設族（宅老人ホーム等）

口持家
口賃貸
口施設（老人ホーム等）
口親族宅

干円

干1'11::1□有口無

謬院印 ーー醜鯰／加
口本人

口相続人（ ） 

口その他（ ） 

口本人

口相続人（

口その他（
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6 遺言書の有無

口有 口遺産分割協譲を行い、分割 口遺産分割協議中（係争中を含む）

7 相続財産の保管場所等

口登記事項証明書 年 月

年 月

年 月

口固定資産税通知書 年 月

口取引報告書 年 月1

口配当通知書 年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

口貸金庫の鍵 年 月

年 月

年 月

年 月

口金銭消費貸借契約書I 年 月

令和

（回答者）

佳

氏名

年 月 日
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被相続人に関するお尋ね

令和●年●月● 日に亡くなった 国禄甲太郎

次のとおり回答します。

（以下、「被相続人」といいます。）について、

1住所移転状況（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

市R 内持家

平成●年・弓～ 1 寮京 府・県 00 町・村 005丁目3番9号
口賃貸
口施設（老人ホーム等）（マンション名等があれば記戯してください）
口親族宅

R道 市R 口持家

平成●年・i~1 東京 府・県 00 町・村 □□9丁目3番5号 虹賃貸 ＇ 

口口 施親設族（宅老人ホーム等）I（マン泊ン名等があれば記麒してください） □□Iヽイツ708号室
⑨道 市R 口持家

昭和●年・弓～ 1 東京 府・県 △△ 町・村 △△町4番地9 口賃貸
口位施親設族（宅老人ホーム等）I｛マンション名等があれば記載してください）

2 職歴（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

年

平成 平成

●年●月～ ●年●月

昭和 平成

●年●月～ ●年●月
' 

3 趣味し好等

無職

△△区△△町4番地2

（株）◇◇商事

△△区△△町4番地Z

代豪取締役

取締役

］ 口その他（ ‘'‘ 

区ゴルフ （年b回） ［場所千葉方面

4 被相続人が生前に親族等から相続によって取得した財産等について

口保険金

（続柄： 父）口上湯株式
千l'I
吋噴付金 ） 20,000臼

収その他の株式 巾有I 口有
△△区△△町 40,000和 口債務（非上場を含む） 干円

4番地9 臼現金・預貯金 10.000租
口無由無

平成●年●月●日

5 病歴等（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

□本人 口振込 □本人
築地病院 肺がん 1ぼ相続人(lilll!花子） 打現金 せ相続人(Iii秘花子）

□その他（ ） 口不明 口その他（

口本人 口振込 □本人

~I I口相続人（ 口現金 口相続人（

口その他（ 口不明 口その他（
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6 遺言書の有無等

口有

7 相続財産の保管場所等

口登記事項証明書 年 月

令和●年●月 国税花そ国秘ーa自宅金庫 xx銀行xx支店
税務幸子 花子名義の貸金庫

年 月

せ固定資産税通知書 令和●年●月 国税花子 自宅書畜の引出 自宅書畜の弓l出

口取引報告書 年 月

令和●年●月1国稀花子 自宅書斎の引出 自宅書畜の引出

令和●年●月1国税花子、国税ーB
稀務幸子

自宅金庫 自宅金庫

令和●年●月1国税花子。国税→ 自宅金庫
葬式費用に費消し

稀務幸子 ため、現存なし

令和●年●月 国税花子 財布、自宅急庫 ・自宅金庫

令和●年●月 国稚花子、国税一国 自宅金庫 自宅金庫
稀務幸子

口貸金庫の鍵 年
月1

I 

年 月

令和●年●月 国税花子、国税一叫自宅金庫
稚務幸子

I 自宅金庫

年 月

世金銭消費貸借契約書1令和●年●月国税花そ国税ーB 自宅金庫 xx銀行xx支店
稚務幸子 花子名義の貸金庫

令和 ●年●月●日

（回答者）

住所東京都00区005丁目3番1号

氏名 国耕花子
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【別紙15-3】
相続人に関するお尋ね

被相続人 の相続人 の経歴等について、次のとおり回答します。

1住所移転状況（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

口持家

年 月～ 1 府・県 町・村
口ロ賃施親貸設族（宅老人ホーム等）

（マンション名等があれば記戯してください）
口親族

都・道 市・区 口持家

年 月～ 1 府・県 町・村 口口 賃施貸設（老人ホーム等）
（マンション名等があれば記麒してください）

口親族宅

都・道 市・区 口持家

府・県 町・村 口賃貸
年 月～ 1 

口口 施親設族（宅老人ホーム等）l（マンション名等があれば記載してください）

2 職歴（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

3 被相続人からの過去の財産受贈状況

年月 干円 口有口無

年月 干円 口有 □無

年月 干円 口有 □無， 9

4 被相続人との貸借状況

令和

（回答者）

佳

氏名

年 月 日
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相続人に関するお尋ね

被相続人 国稚甲太郎 の相続人国税花子 の経歴等について、次のとおり回答します。

1住所移転状況（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

市R DI'持家

平成●年●～ 1 東京 府・県 00 町・村 005丁目3番 1号 g 口 g親g族（宅老人ホーム等）
（マンション名等があれば記戯してください）

R道 市R □持家
アロ 切賃貸平成●年●月～ 1 東京 府・県 00 町・村 □□1丁目3番5 □ 施親設族（宅老人ホーム等）

9マンション名等があれば記鮫してください9 □□Iヽイツ708号室ロ
都・道 市R □持家

昭和●年●～ 1 神奈Ill府R ◇◇ 町・村 ◇◇2丁目4番6号ggg（老人ホーム等）
（マンション名等があれば記載してください）

臼親族宅

2 職歴（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

年

平成

●年●月

年月～年

3被相続人からの過去の財産受贈状況

令和●年●月

平成●年●月

平成●年●月

4 被相続人との貸借状況

現金

現金

土地

（株）□□遅輸
神奈川県◇◇市◇◇区◇◇町10醤地

：二
3.200缶自宅散地の持ち分の贈与

無職

事務職

口有由無

口有切無

甘有 □無

令和 ●年●月●日

（回答者）

住所東京部00区005丁目3番＇号

氏名 国禄花子
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相続関係図 相続関係図（続） 【別紙16】
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【別紙17】

事案の概要

ー 被相続人及び相続人に関する事項

「相続関係図」のとおり。

2 処理

3 調査事績（課税価格）
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額査調 ーロ
4要調査項目及び調査結果

｀ 
項番 要調査項目

現物確認調査の有無有口
質問応答記録書の作成件数

調査結果

5
 
申告漏れ財産及びその理由（要更正・決定の場合のみ）

「調査結果の説明書」 （「相続税調査（付表）事績（財産）明細表」）のとおり。

6｀調査日数

戸 臨宅調査戸三可
反面調査1 他のそ

l

l

-

価評 起案

I

[

I

 

ロ

□ー

7 その他（特記事項）
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申告是認（特別調査事案・一般調査事案
調査事案の要更正事案に使用する。

／ ~ ：→  ＾ / 9 / ~ ~ ’~‘^ ̂  / ̂  ~ ^‘＾ ／ へ、~ ／‘‘： ＾ ^ こ＾ ＾ ／ 名，／ た／ /”~, / /‘‘/‘：ヽヽ’ ‘‘ヽ 9 / A9  ̂ ‘/ ~ 、~ ‘~人？，~ ＾ ~ ＾ ~ ／ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

匡事案の概要

ー 被相続人及び相続人に関する事項

「相続関係図」のとおり。

2 処理

申告相当のため、是認する。

※非課税の場合は、「非課税処理する。」と記載する。

3 調査事績（課税価格）

．
 
4 要調査項目及び調査結果

~
□
4
 

5
 

当初申告額

198,000 

調査額

198,000 
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単位：千円

増差額＿＿］ 
゜

現物確認調査の有無（有口無口）
質問応答記

5 

申告漏れ財産及びその理由（要更正・決定の場合のみ）

「調査結果の説明書」 （「相続税調査（付表）事績（財産）明細表」）のとおり。

6 調査日数

準備調査

1.0 

臨宅詞査 金融機関調査 反面調査 評価 その他 起案

2.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0. 5 5.0 

7 その他（特記事項）

特になし。
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【別紙18】
机上調査事案の事務処理フロー （準備調査から調査着手）

準備調査 調査の明示・調査着手
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| 【来署依頼による調査を検討】 ： 
：・ 納税者等に直接、聴取を要するi
， 事案は、来署依頼を検討

： （例）
! -机上i
： 調査事案に選定されたものの、・':
! -麟など
し―--------------------------------』

…、一--------. ------------------. ---------' 
rら

, 【聴取内合等から・・・・・・・・・’’ ! 
． 机上調査等であっても、常に-:
: I駐念頭においた調査を実施

し一、••.--•、----------------.·• -------------・・" 

-----------------------------------------------------
： 【反面調査の実施や実地調査への移行を検討】
，． 聴取内容や提出された書類等から----場合 ， 

： など、更なる調査が必要と認められる事案については、要 ： 
！ 調査項目を解明するために、①反面調査を実施し証拠資料 i 
： を収集する、②実地調査へ移行するなど調査展開を検討 ： 
: • なお、実地調査へ移行する場合は、調査手続に基づく事 ： 
i 前通知等を確実に実施
'-----------------------------------------------------------

※机上調査は、調査手続上、実地の調査以外の調査となるため、事後処理と同様の調査手続を行う。 97 



【別紙19】

譲渡所得調査（土地等） 準備調査書
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